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公益活動促進のための基本的方針 

  

はじめに 

 
  本市では、平成１１年１１月に企業や団体、市民の代表からなるボランティア市

民会議が発足し、行政による市民公益活動団体への支援のあり方や活性化のための

環境整備についての検討がなされ、平成１２年１０月に「市民公益活動促進に関す

る提言」がとりまとめられた。この提言を踏まえ、平成１３年３月に「池田市公益

活動促進に関する条例」（以下「条例」という。）が制定された。 
この条例は、池田市公益活動促進協議会の設置やマッチング・ギフト方式の池田

市公益活動促進基金の設置など先駆的な取り組みが盛り込まれたものであったが、

その運用に際し、個々の施策を実効性のあるものとするためには、公益活動の促進

に関する理念を全庁的に共有する必要があったため、「市は、公益活動の促進に関す

る施策を総合的かつ計画的に実施するため、公益活動の促進に関する基本的な方針

を策定するものとする。」との条例第８条第１項（条例制定当時）の規定に基づき、

平成１４年３月にこの「公益活動促進のための基本的方針」が策定された。 
  しかしながら、条例施行から約２０年が経過し、その間、ＮＰＯ法の数次に渡る

改正や公益法人制度改革など公益活動をめぐる様々な制度環境が整備されてきた中、

当初の条例に規定する施策の枠組みを大きく変えずに踏襲してきた本市の仕組みで

は、新たな時代の要請や市民ニーズに十分に応えにくくなってきた。 
そのため、令和２年９月に「池田市公益活動促進施策の今後の在り方」について

池田市公益活動促進検討委員会に諮問。得た答申を基にして、本市は令和３年６月

に条例の全部改正（令和４年４月施行）を行った。この改正により、これまで支援

の中心としていた登録制度を廃し、幅広い主体を対象とする新たな公益活動促進及

び市民協働推進の施策を実施することとなった。 
これらを受けて、本方針もその内容の改訂を行うものである。 

  この方針は、「Ⅰ 総論」と「Ⅱ 各論」の二部構成としている。「Ⅰ 総論」で

は、公益活動促進のために必要な一般的理念を確認し、「Ⅱ 各論」では、協働事業

提案制度や助成制度等個別の制度の運用に際しての基本的方針を明らかにしている。 
 

令和６年３月 
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Ⅰ 総  論 

 
 １ 公益活動の定義 
   公益活動は、一般的には、自発性（自主性）、非営利性、公益性（公共性）を有

する活動と言われている。条例第２条第２号では、「市民が市内で行う自発的かつ

自立的な活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目

的とするもの」で営利目的の活動や宗教的・政治的・反公共的活動等を除いたも

のと定義している。 
   これらの定義にはある程度の抽象性があるため、個々の活動が公益活動に該当

するかどうかの判断は、社会情勢の変遷とともに移り変わる可能性がある。ただ

し、「公益活動」の概念は限定的に捉えるべきでなく、より幅広く捉えるべきもの

である。すなわち、以下にも述べるとおり、公益活動は将来の社会において重要

な役割を担うものとして飛躍的に成長することが見込まれる領域であるため、多

様な主体が行う活動を公益活動と捉え、行政による支援や行政との協働の対象と

していく必要がある。 
 
 ２ 公益活動促進の意義 
   公益活動は、少子・高齢化、情報化、国際化の進展など、近年の社会経済構造

が大きく変化し、市民の意識が物質的な豊かさから心の豊かさを追求する傾向が

強まるなかで成長を始め、新しい社会システムを構築するために重要な役割を果

たすものと期待されているが、このような公益活動を行政として促進していくこ

とには、以下のような意義がある。 
 
 （１）市民の自治意識の高まりへの対応 
   市民社会の成熟に伴い、選挙における投票行為を代表とする従来の社会参加で

は満たされない、市民の自治意識が高まってきている。このような市民の意識に

対応し、多様な社会参加を実現する場としての公益活動を促進することにより、

活力あるまちづくりの実現が期待される。 
 
 （２）多様な市民ニーズへの対応 
   社会経済構造が大きく変化するとともに市民からの行政に対するニーズが多様

化し、既存のシステムでは十分な機能を発揮しえなくなってきているが、公益活

動は、その柔軟性、迅速性、多様性に伴う個別性などの特長により、行政や企業

では十分に対応しきれない分野でその力を効果的に発揮することができる。また、

公益活動の発展により、市民・企業・行政の役割分担が再認識され、行政が真に

責任を持つべき領域が明らかになることから、行政運営の効率化に資することが

期待される。 
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 （３）地域における新たな社会経済活動の主体 
    公益活動は、上記（１）及び（２）のような特性から、今後、量的にも質的

にも発展することが見込まれる。このことは、地域における新たな経済活動の   

主体として、雇用の創出等により地域の活性化をもたらし、いきいきとしたま   

ちづくりにつながるものと期待される。 
 
 ３ 公益活動と行政との関わり方 
 （１）支援にあたっての基本理念 
    条例第３条第２項は、「市が公益活動を支援するに当たっては、その公益活動

の自主性及び主体性を尊重するとともに、支援の内容及び手続について、公平

かつ公正で透明性の高いものでなければならない」と規定している。行政によ

る公益活動の支援には、財政的支援、情報の提供、施設の提供等の形態があり

うるが、行政による公益活動の促進は新たな社会システムの構築のためにも意

義があり、公益活動を行うものの多くが人的にも物的にも小規模であることに

鑑みれば、行政が一定の支援を行うことが必要である。 
    ただし、行政による過度の支援は、公益活動を行うものの自主性、主体性を

損ない、公益活動の本来の特性を失わせるおそれがあることから、厳に慎まな

ければならない。支援にあたっては、その支援形態を問わず、行政からの支援

方策にかかる情報提供は行うにしても、公益活動を行うものからの自主的な働

きかけを待って支援を行うことが必要である。 
    また、支援の手続や基準を事前に公開し、支援の結果を事後にも公表し、透

明性の高いものとすることにより、その内容の公正性と公益活動を行うもの間

の公平性を担保する必要がある。 
 
 （２）市民協働にあたっての基本理念 
    市民協働は、条例第２条第４号において「市民が市と協力し、又は市民と市

民が協力し、共通の目標に向かって、相互に信頼しながら公益活動を行うこと」

と定義しており、さらに同第３条第３項で「市民協働は、市民及び市がそれぞ

れの役割を認識し、市民協働を行うに当たって必要な情報を共有し、並びに互

いの自主性を尊重し、対等の関係で行われなければならない」と規定している。 
住民福祉の向上、まちづくりなど、行政と公益活動を行うものが協働しうる

領域やその手段は多様であるが、どのような場合であっても、両者が対等の関

係であることが前提となる。そのためには、行政による過度の介入や負担の押

しつけのないよう、行政の側の自制が求められる。ただし、行政と公益活動を

行うものとは自ずから特性が異なるものであり、形式的な対等性を強調するあ

まり、行政の持つノウハウ等が公益活動を行うものに円滑に提供されないこと

のないよう留意する必要がある。 
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Ⅱ 各  論 

 
 １ 協働事業提案制度 
 （１）目的・趣旨 
    条例第９条において、市民協働による事業の提案について規定している。多

様な主体との市民協働による事業の推進を図るため、市民から市民協働により

実施することのできる事業の提案を受けつけるとともに、市長からも市民に対

し市民協働により実施することができる事業の提案を行うという、市民発と市

発の双方向性を備えた制度となっている。提案の対象となる事業は、市が現に

実施している事業、又は今後実施し得る（実施を予定する）事業である。 

 
 （２）手続等 
    市民からの提案は、協働事業提案書等を提出することにより、関係部局にお

いて法令等の整合性、実現可能性、費用対効果などの審査を行い、市民協働が

必要であると認められる事業については必要な措置を講じることとなる。また

一方で、市長が提案した事業を市民協働により実施することを希望する市民は、

実施希望申出書等を提出することとなる。 

    なお事業実施後はその成果について、評価を行うものである。 

 
 （３）地域分権制度との関係 

本市では平成１９年度より「自分たちのまちは自分たちでつくろう」をスロ

ーガンに地域分権制度が推し進められている。地域分権制度は、池田市地域分

権の推進に関する条例において「暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域

社会の実現を図ることを目的」として、「地域社会において、そこで暮らす市民

が自主的、自立的にまちづくりを行うことにより、地域内における共通の課題

の解決及び公共の利益の増進を図り、もって地域社会の活力の増進、生活環境

の改善及び教育、文化、福祉等の向上に寄与することを基本理念」に「地域内

における共通の課題の解決及び公共の利益の増進を図るために実施する必要が

ある事業について、それぞれの地域は市に対し提案する権利を有すること及び

市はその提案に基づき予算上の措置その他必要な措置を講ずる責務を負うこ

と」と規定されており、地域住民によって構成される地域コミュニティ推進協

議会が「その地域内において実施する必要がある事業を市に提案することがで

きる」と定められている。 

また同制度において地域コミュニティ推進協議会は、自らの提案に基づく実

動部隊としての機能も有しており、市からの補助金をもとに数々の事業を自分

たちの手で展開してきている。 

地域分権制度は「協働提案事業制度」とは別の制度ではあるが、「市への提案」
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という同様の手法を通じて、各地域における市民協働の推進に積極的な役割を

果たしてきているものであり、今後さらに様々な分野における多様な主体の活

動との連携が期待されるものである。 

 
 ２ 池田市立市民活動交流センター 
（１）設置の趣旨 

公益活動の促進に関する施策として条例第８条第１項第２号に定める公益 

活動を促進するための施設整備その他環境整備に関して、「公益活動その他市民

の多様な活動を促進し、並びに幅広い世代の市民が集い、及び交流するための

施設」として池田市立市民活動交流センター（以下「交流センター」という。）

が、令和４年６月に開設された。 

それまで、平成１２年１０月の「市民公益活動促進に関する提言」において

各団体の活動の場所が必要とされたことを受け、本市の公益活動を促進する施

設として池田市立公益活動促進センターが設置されてきたが、公共施設の集約

化に伴い令和４年５月末をもって廃止され、当該機能は交流センターに引き継

がれたものである。 

 

（２）事業 
    交流センターは、指定管理者による管理・運営が行われており、市民が集い

交流する場の提供だけでなく、公益活動に係る情報の収集及び提供、助言及び

応談、人材育成、広報及び普及、さらには市民協働の推進といった事業を行う

ことが池田市立市民活動交流センター条例において規定されている。これらは

本来、中間支援組織に求められる役割でもある。指定管理者制度は、多様化す

る住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の

能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るための制度であり、交流センタ

ーの指定管理者には、地域団体支援、他の中間支援組織との連携、ＮＰＯ法人

設立相談支援など、まさしく中間支援組織としての能力の発揮が期待されると

ころである。 

 

 ３ 助成制度 
 （１）基金の設置 
    条例第１２条は、公益活動促進に要する経費に充てるための基金設置を規定

している。具体的には、基金とその運用益は、公益活動に対しての助成金の交

付等に充てられる。 
本市独自の制度として、公益活動促進のために市及び中間支援組織（市長の

指定するものに限る。）に贈られた寄付金の額と同額を市が支出し、基金に積み

立てるマッチング・ギフト方式を採用している。このマッチング・ギフト方式

は、市民が市の一般財源の使途に直接関与できる意義を有するものであり、今
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後も市民への周知を進め、その活用を積極的に図る必要がある。 
 
（２）助成金の交付 

池田市公益活動助成金制度は、市民が公益活動を行うに当たって、市がその

活動を支援することで、公益活動のさらなる活性化及び公益活動を行うものの

自立を図ることを目的としており、助成金の交付手続等については、要綱で規

定される。助成金には二つのコースがあり、各市民の実情に応じた形での支援

を可能としている。書類審査のみの活動支援コースと、書類審査に加え公開プ

レゼンテーションを行う発展支援コースに分かれており、それぞれ助成限度額

や助成金を受け取れる回数などが定まっている。なおこの助成金は、池田市公

益活動促進基金を原資として運用している。 
 

 ４ 庁内体制の整備等 
 （１）市民協働推進員の設置 
    条例第８条第２項に定める、公益活動の促進に関する施策を総合的かつ計画

的に実施するための市の組織内における体制の整備として、各部署における市

民協働の推進を図るため、各部局長より選任された課長以上の職にある者で市

民協働推進員を設置する。 
 
 （２）市民協働推進員の役割 
    市民協働推進員の役割は、所属する部局内における市民協働により実施する

ことができる事業の把握及び市民協働の推進に係る職員の意識の醸成、その他

市民協働に関する庁内の連絡調整である。 
 

 （３）職員による公益活動への参加 
    職員は、勤務時間外は、一個人として公益活動に参加する自由が保障され、

任意の公益活動を行う団体の構成員となることも可能である。行政による公益

活動を行う団体への過度の介入は許されないが、職員が行政経験により得た識

見等は、地域社会に積極的に還元すべきであり、個人としても積極的な公益活

動への参加が期待される。 
    そのような職員の活動を支援するものとしてボランティア休暇制度（池田市

職員休暇規則第１７条）があり、積極的な活用が望まれる。そこで、市は、職

員のボランティア休暇の取得状況を公表するものとする。 
 

 （４）池田市公益活動促進検討委員会 
条例の目的を踏まえた公益活動の促進の在り方について、市長の諮問に応じ、

条例の適正な運用及び見直しについて審議し、答申する池田市公益活動促進検

討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。検討委員会の委員は５人
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以内とし、諮問の際に、学識経験を有する者、公益活動の促進に係る識見を有

する者、市民その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱し、審議及び

答申が終了したときは解嘱される。これまで令和２年９月の市長の諮問に対し、

令和３年１月に答申が出されている。 
 
 
 

おわりに 

 
 「公益活動」や「市民協働」という用語は、その社会や時代によって意味内容が変

化していくものである。行政は、その変化に対応しつつも不変の価値を尊重し、公益

活動の促進を図っていかなければならない。そのためには、不断の点検と刷新が求め

られるものであり、条例に定める「暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会

を実現し、これを将来に引き継ぐ」という目的を達成するため、定期的に検討委員会

も開催しながら、この基本的方針についても随時見直しを行っていくものとする。 
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池
田

市
公

益
活

動
促

進
に

関
す

る
条

例
 

平
成

１
３

年
４

月
２

日
条

例
第

１
４

号
 

改
正

 
平

成
１

５
年

１
２

月
２

４
日

条
例

第
２

５
号

 

平
成

１
９

年
９

月
２

８
日

条
例

第
２

４
号

 

平
成

２
０

年
６

月
３

０
日

条
例

第
１

７
号

 

令
和

２
年

３
月

２
５

日
条

例
第

５
号

 

令
和

３
年

６
月

２
４

日
条

例
第

１
５

号
 

令
和

３
年

６
月

２
４

日
条

例
第

１
６

号
 

（
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

公
益

活
動

の
果

た
す

役
割

の
重

要
性

に
鑑

み
、

公
益

活
動

の
促

進

に
関

し
、
基

本
理

念
、
市

民
、
公

益
活

動
を

行
う

も
の

、
中

間
支

援
組

織
及

び
市

の
役

割
、

市
が

行
う

施
策

等
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
公

益
活

動
を

総
合

的
か

つ
効

果
的

に
促

進
し

、

も
っ

て
暮

ら
し

や
す

く
、

個
性

豊
か

で
活

力
に

満
ち

た
地

域
社

会
を

実
現

し
、

こ
れ

を
将

来
に

引
き

継
ぐ

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

当
該

各
号

に
定

め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

(
1
)
 
市

民
 

市
内

に
居

住
す

る
者

、
市

内
で

働
く

者
及

び
学

ぶ
者

並
び

に
市

内
で

事
業

そ

の
他

活
動

を
行

う
も

の
を

い
う

。
 

(
2
)
 
公

益
活

動
 

市
民

が
市

内
で

行
う

自
発

的
か

つ
自

立
的

な
活

動
で

あ
っ

て
、

不
特

定

か
つ

多
数

の
も

の
の

利
益

の
増

進
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

も
の

の
う

ち
、

次

に
掲

げ
る

も
の

以
外

の
も

の
を

い
う

。
 

ア
 
営

利
を

目
的

と
す

る
も

の
 

イ
 
宗

教
の

教
義

を
広

め
、
儀

式
行

事
を

行
い

、
及

び
信

者
を

教
化

育
成

す
る

こ
と

を
主

た
る

目
的

と
す

る
も

の
 

ウ
 
政

治
上

の
主

義
を

推
進

し
、
若

し
く

は
支

持
し

、
又

は
こ

れ
に

反
対

す
る

こ
と

を
主

た
る

目
的

と
す

る
も

の
 

エ
 
特

定
の

公
職
（

公
職

選
挙

法
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

１
０

０
号

）
第

３
条

に
規

定
す

る
公

職
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
の

候
補

者
（

当
該

候
補

者
に

な
ろ

う
と

す
る

者
を

含

む
。
）
若

し
く

は
公

職
に

あ
る

者
若

し
く

は
政

党
を

推
薦

し
、
若

し
く

は
支

持
し

、
又

は
こ

れ
ら

に
反

対
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
も

の
 

オ
 
公

共
の

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

 

(
3
)
 
中

間
支

援
組

織
 

市
民

と
市

又
は

市
民

と
市

民
を

仲
介

し
、

公
益

活
動

の
促

進
の

た

め
の

必
要

な
支

援
を

行
う

組
織

を
い

う
。

 

(
4
)
 
市

民
協

働
 

市
民

が
市

と
協

力
し

、
又

は
市

民
と

市
民

が
協

力
し

、
共

通
の

目
標

に

向
か

っ
て

、
相

互
に

信
頼

し
な

が
ら

公
益

活
動

を
行

う
こ

と
を

い
う

。
 

（
基

本
理

念
）

 

第
３

条
 

公
益

活
動

は
、

そ
の

果
た

す
社

会
的

意
義

に
つ

い
て

、
市

民
、

中
間

支
援

組
織

及

び
市

が
十

分
に

理
解

し
た

上
で

促
進

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

市
が

公
益

活
動

を
支

援
す

る
に

当
た

つ
て

は
、

そ
の

公
益

活
動

の
自

主
性

及
び

主
体

性

を
尊

重
す

る
と

と
も

に
、

支
援

の
内

容
及

び
手

続
に

つ
い

て
、

公
平

か
つ

公
正

で
透

明
性

の
高

い
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

市
民

協
働

は
、

市
民

及
び

市
が

そ
れ

ぞ
れ

の
役

割
を

認
識

し
、

市
民

協
働

を
行

う
に

当

た
っ

て
必

要
な

情
報

を
共

有
し

、
並

び
に

互
い

の
自

主
性

を
尊

重
し

、
対

等
の

関
係

で
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
市

民
の

役
割

）
 

第
４

条
 

市
民

は
、

地
域

社
会

に
関

心
を

持
ち

、
公

益
活

動
に

つ
い

て
理

解
を

深
め

、
自

ら

で
き

る
こ

と
を

考
え

、
自

ら
の

特
性

を
生

か
し

な
が

ら
、

参
加

し
、

及
び

協
力

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
公

益
活

動
を

行
う

も
の

の
役

割
）

 

第
５

条
 

公
益

活
動

を
行

う
も

の
は

、
そ

の
公

益
活

動
の

有
す

る
社

会
的

責
任

を
自

覚
し

、

広
く

市
民

に
理

解
さ

れ
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

－(1)－



２
 

寄
附

等
を

受
け

て
公

益
活

動
を

行
う

も
の

は
、

そ
の

公
益

活
動

の
内

容
を

利
害

関
係

者

等
に

説
明

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
中

間
支

援
組

織
の

役
割

）
 

第
６

条
 

中
間

支
援

組
織

は
、

公
益

活
動

を
促

進
す

る
た

め
、

市
民

及
び

市
に

対
し

て
情

報

の
提

供
、

助
言

及
び

応
談

並
び

に
市

民
と

市
又

は
市

民
と

市
民

の
交

流
の

促
進

を
行

う
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
市

の
役

割
）

 

第
７

条
 

市
は

、
第

３
条

に
定

め
る

基
本

理
念

に
基

づ
き

、
市

民
及

び
中

間
支

援
組

織
と

協

力
し

、
公

益
活

動
の

促
進

に
関

す
る

施
策

の
実

施
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

市
は

、
市

民
に

対
し

、
公

益
活

動
を

促
進

す
る

た
め

、
積

極
的

に
情

報
の

提
供

を
行

う

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

市
は

、
行

政
機

関
、

教
育

機
関

及
び

中
間

支
援

組
織

と
連

携
し

て
公

益
活

動
を

促
進

す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
市

の
施

策
）

 

第
８

条
 

前
条

第
１

項
に

規
定

す
る

施
策

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
市

職
員

を
含

め
、

市
民

の
公

益
活

動
に

つ
い

て
の

意
識

の
醸

成
に

関
す

る
施

策
 

(
2
)
 
公

益
活

動
を

促
進

す
る

た
め

の
施

設
整

備
そ

の
他

環
境

整
備

に
関

す
る

施
策

 

(
3
)
 
公

益
活

動
に

対
す

る
支

援
に

関
す

る
施

策
 

(
4
)
 
市

民
協

働
に

よ
る

事
業

の
推

進
及

び
評

価
に

関
す

る
施

策
 

(
5
)
 
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

公
益

活
動

の
促

進
に

必
要

な
施

策
 

２
 

市
は

、
前

項
各

号
に

掲
げ

る
施

策
を

総
合

的
か

つ
計

画
的

に
実

施
す

る
た

め
、

公
益

活

動
の

促
進

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

を
策

定
す

る
と

と
も

に
、

市
の

組
織

内
に

お
け

る
体

制
を

整
備

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
市

民
協

働
に

よ
る

事
業

の
提

案
）

 

第
９

条
 

市
民

は
、

市
が

現
に

実
施

し
、

又
は

今
後

実
施

し
得

る
事

業
の

う
ち

、
市

民
協

働

に
よ

り
実

施
す

る
こ

と
の

で
き

る
も

の
に

つ
い

て
、

市
長

に
提

案
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

市
長

は
、

市
が

現
に

実
施

し
、

又
は

今
後

実
施

を
予

定
し

て
い

る
事

業
の

う
ち

、
市

民

協
働

に
よ

り
実

施
す

る
こ

と
の

で
き

る
も

の
に

つ
い

て
、

市
民

に
提

案
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

市
長

は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
提

案
に

つ
い

て
、

審
査

を
行

い
、

市
民

協
働

が
必

要

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
事

業
に

つ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

（
協

働
提

案
事

業
の

評
価

）
 

第
１

０
条

 
市

長
は

、
前

条
第

２
項

又
は

第
３

項
に

規
定

す
る

事
業

で
市

民
協

働
に

よ
り

実

施
し

た
も

の
（

以
下
「

協
働

提
案

事
業

」
と

い
う

。
）
の

成
果

に
つ

い
て

、
毎

年
度

終
了

後

６
か

月
以

内
に

評
価

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
検

討
委

員
会

）
 

第
１

１
条

 
第

１
条

に
規

定
す

る
目

的
を

踏
ま

え
た

公
益

活
動

の
促

進
の

在
り

方
を

検
討

す

る
た

め
、
池

田
市

公
益

活
動

促
進

検
討

委
員

会
（

以
下
「

検
討

委
員

会
」
と

い
う

。
）
を

置

く
。

 

２
 

検
討

委
員

会
は

、
市

長
の

諮
問

に
応

じ
、

こ
の

条
例

の
適

正
な

運
用

及
び

見
直

し
に

つ

い
て

審
議

し
、

答
申

す
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

市
長

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

答
申

を
踏

ま
え

、
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

４
 

前
３

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
検

討
委

員
会

の
組

織
及

び
運

営
に

関
し

て
必

要
な

事

項
は

、
規

則
で

定
め

る
。

 

（
基

金
の

設
置

）
 

第
１

２
条

 
公

益
活

動
の

促
進

に
要

す
る

経
費

に
充

て
る

た
め

、
池

田
市

公
益

活
動

促
進

基

金
（

以
下

「
基

金
」

と
い

う
。

）
を

設
置

す
る

。
 

（
基

金
の

積
立

て
）

 

第
１

３
条

 
基

金
と

し
て

積
み

立
て

る
額

は
、

公
益

活
動

の
促

進
の

た
め

に
贈

ら
れ

た
寄

附

金
及

び
予

算
に

定
め

る
額

と
す

る
。

 

２
 

前
項

の
予

算
に

定
め

る
額

は
、

市
及

び
中

間
支

援
組

織
（

市
長

の
指

定
す

る
も

の
に

限

－(2)－



る
。
）
に

対
し

て
、
公

益
活

動
の

促
進

の
た

め
に

贈
ら

れ
た

寄
附

金
の

額
を

基
準

と
し

て
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
基

金
の

管
理

）
 

第
１

４
条

 
基

金
に

属
す

る
現

金
は

、
金

融
機

関
へ

の
預

金
そ

の
他

最
も

確
実

か
つ

有
利

な

方
法

に
よ

り
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
基

金
の

運
用

益
金

の
処

理
）

 

第
１

５
条

 
基

金
の

運
用

か
ら

生
ず

る
収

益
は

、
一

般
会

計
歳

入
歳

出
予

算
に

計
上

し
て

、

こ
の

基
金

に
編

入
し

、
又

は
第

１
２

条
に

規
定

す
る

経
費

に
充

て
る

も
の

と
す

る
。

 

（
基

金
の

繰
替

運
用

）
 

第
１

６
条

 
市

長
は

、
財

政
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
確

実
な

繰
戻

し
の

方
法

、

期
間

及
び

利
率

を
定

め
て

基
金

に
属

す
る

現
金

を
歳

計
現

金
に

繰
り

替
え

て
運

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
基

金
の

処
分

）
 

第
１

７
条

 
基

金
は

、
第

１
２

条
に

規
定

す
る

経
費

に
充

て
る

場
合

に
限

り
、

そ
の

一
部

を

処
分

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
公

益
活

動
へ

の
助

成
）

 

第
１

８
条

 
市

は
、

基
金

及
び

基
金

の
運

用
か

ら
生

ず
る

収
益

を
財

源
と

し
て

、
公

益
活

動

に
対

し
て

、
助

成
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

前
項

の
助

成
を

受
け

た
公

益
活

動
を

行
う

も
の

は
、
当

該
助

成
に

係
る

事
業

に
つ

い
て

、

活
動

実
績

、
収

支
決

算
等

を
市

長
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
情

報
公

開
）

 

第
１

９
条

 
市

長
は

、
協

働
提

案
事

業
の

実
施

状
況

及
び

評
価

、
基

金
の

運
用

状
況

並
び

に

公
益

活
動

へ
の

助
成

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

利
用

そ
の

他
適

切
な

方
法

に
よ

り
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
委

任
）

 

第
２

０
条

 
こ

の
条

例
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
条

例
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

規
則

で
定

め
る

。
 

附
 

則
 

（
施

行
期

日
等

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
こ

の
条

例
中

登
録

に
関

す
る

規

定
及

び
第

４
章

の
規

定
は

、
公

布
の

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
を

超
え

な
い

範
囲

内
に

お
い

て
規

則
で

定
め

る
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

２
 

第
２

７
条

第
２

項
の

規
定

は
、

平
成

１
４

年
度

の
予

算
か

ら
適

用
す

る
。

 

附
 

則
（

平
成

１
５

年
１

２
月

２
４

日
条

例
第

２
５

号
）

 

こ
の

条
例

は
、

平
成

１
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

附
 

則
（

平
成

１
９

年
９

月
２

８
日

条
例

第
２

４
号

）
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

１
９

年
１

０
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
（

平
成

２
０

年
６

月
３

０
日

条
例

第
１

７
号

）
 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

２
１

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

（
議

会
の

議
決

に
付

す
べ

き
公

の
施

設
の

廃
止

又
は

長
期

か
つ

独
占

的
な

利
用

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

２
 

議
会

の
議

決
に

付
す

べ
き

公
の

施
設

の
廃

止
又

は
長

期
か

つ
独

占
的

な
利

用
に

関
す

る

条
例

（
昭

和
３

９
年

池
田

市
条

例
第

７
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

〔
次

の
よ

う
〕

略
 

附
 

則
（

令
和

２
年

３
月

２
５

日
条

例
第

５
号

）
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
（

令
和

３
年

６
月

２
４

日
条

例
第

１
５

号
）

 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

４
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
次

項
の

規
定

は
、

令

和
３

年
１

２
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

（
準

備
行

為
）

 

－(3)－



２
 

令
和

４
年

度
分

の
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

後
の

第
３

０
条

第
１

項
に

規
定

す
る

助
成

に

係
る

手
続

は
、

こ
の

条
例

の
施

行
の

日
前

に
お

い
て

も
、

こ
れ

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

附
 

則
（

令
和

３
年

６
月

２
４

日
条

例
第

１
６

号
）

抄
 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

４
年

６
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 

－(4)－



 

池
田

市
公

益
活

動
促

進
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
 

平
成

１
３

年
４

月
２

７
日

規
則

第
２

９
号

 

改
正

 
平

成
１

６
年

１
月

２
２

日
規

則
第

２
号

 

平
成

１
７

年
３

月
３

１
日

規
則

第
２

７
号

 

平
成

１
９

年
１

０
月

１
日

規
則

第
５

１
号

 

平
成

２
１

年
３

月
３

１
日

規
則

第
１

８
号

 

平
成

２
８

年
３

月
３

０
日

規
則

第
１

９
号

 

令
和

２
年

３
月

２
７

日
規

則
第

１
１

号
 

令
和

４
年

３
月

３
１

日
規

則
第

２
８

号
 

令
和

４
年

５
月

２
５

日
規

則
第

４
９

号
 

令
和

５
年

３
月

３
１

日
規

則
第

３
０

号
 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

規
則

は
、

池
田

市
公

益
活

動
促

進
に

関
す

る
条

例
（

平
成

１
３

年
池

田
市

条

例
第

１
４

号
。

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。

）
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
市

民
協

働
に

よ
る

事
業

の
提

案
）

 

第
２

条
 

条
例

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

自
ら

が
市

民
協

働
（

条
例

第
２

条
第

４
号

に

規
定

す
る

市
民

協
働

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
よ

り
行

お
う

と
す

る
事

業
を

市
長

に
提

案
し

よ
う

と
す

る
市

民
（

条
例

第
２

条
第

１
号

に
規

定
す

る
市

民
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

は
、

協
働

事
業

提
案

書
（

様
式

第
１

号
）

に
次

に
掲

げ
る

書
類

を
添

え
て

市
長

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
協

働
事

業
提

案
者

概
要

書
（

様
式

第
２

号
）

 

(
2
)
 
誓

約
書

（
様

式
第

３
号

）
 

(
3
)
 
前

２
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

市
長

が
必

要
と

認
め

る
書

類
 

２
 

条
例

第
９

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

提
案

は
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

利
用

そ
の

他
市

長

が
適

当
と

認
め

る
方

法
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 

３
 

条
例

第
９

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

市
長

が
提

案
し

た
事

業
を

市
民

協
働

に
よ

り
実

施

す
る

こ
と

を
希

望
す

る
市

民
は

、
実

施
希

望
申

出
書

（
様

式
第

４
号

）
に

誓
約

書
そ

の
他

市
長

が
必

要
と

認
め

る
書

類
を

添
え

て
市

長
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
市

民
協

働
の

停
止

又
は

取
り

や
め

）
 

第
３

条
 

市
長

は
、

条
例

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

提
案

さ
れ

、
又

は
第

２
項

の
規

定

に
よ

り
提

案
し

た
事

業
の

う
ち

市
民

協
働

に
よ

り
実

施
す

る
も

の
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

そ
の

全
部

又
は

一
部

に
つ

い
て

当
該

事
業

を
実

施
す

る
市

民
と

市
民

協
働

に
よ

り
実

施
す

る
こ

と
を

停
止

し
、

又
は

取
り

や
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
1
)
 
市

民
協

働
に

よ
り

実
施

す
る

こ
と

が
困

難
又

は
不

可
能

に
な

っ
た

と
き

。
 

(
2
)
 
前

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

提
出

さ
れ

た
協

働
事

業
提

案
書
（

添
付

書
類

を
含

む
。
）

又
は

同
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
提

出
さ

れ
た

実
施

希
望

申
出

書
（

添
付

書
類

を
含

む
。
）

に
偽

り
が

あ
っ

た
と

き
。

 

２
 

市
長

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

市
民

協
働

に
よ

り
実

施
す

る
こ

と
を

停
止

し
、

又
は

取

り
や

め
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
市

民
協

働
に

よ
り

実
施

し
な

く
な

っ
た

事
業

の
全

部
又

は
一

部
に

つ
い

て
当

該
事

業
を

実
施

し
て

い
た

市
民

に
対

し
て

市
が

支
払

っ
た

当
該

事
業

の
実

施
に

必
要

な
費

用
等

が
あ

る
と

き
は

、
期

限
を

定
め

て
、

そ
の

全
部

又
は

一
部

の
返

還
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
検

討
委

員
会

の
委

員
）

 

第
４

条
 

条
例

第
１

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

池
田

市
公

益
活

動
促

進
検

討
委

員
会

（
以

下

「
検

討
委

員
会

」
と

い
う

。
）
の

委
員
（

以
下
「

委
員

」
と

い
う

。
）
は

、
５

人
以

内
と

す

る
。

 

２
 

委
員

は
、

条
例

第
１

１
条

第
２

項
の

諮
問

の
際

に
、

学
識

経
験

を
有

す
る

者
、

公
益

活

動
の

促
進

に
係

る
識

見
を

有
す

る
者

、
市

民
そ

の
他

市
長

が
適

当
と

認
め

る
者

の
う

ち
か

ら
、

市
長

が
委

嘱
す

る
。

 

３
 

委
員

は
、

そ
の

委
嘱

に
係

る
諮

問
に

つ
い

て
審

議
及

び
答

申
が

終
了

し
た

と
き

は
、

解

嘱
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

－(5)－



 

（
検

討
委

員
会

の
委

員
長

及
び

副
委

員
長

）
 

第
５

条
 

検
討

委
員

会
に

委
員

長
及

び
副

委
員

長
各

１
人

を
置

き
、

委
員

の
互

選
に

よ
り

こ

れ
を

定
め

る
。

 

２
 

委
員

長
は

、
会

務
を

総
理

し
、

検
討

委
員

会
を

代
表

す
る

。
 

３
 

副
委

員
長

は
、

委
員

長
を

補
佐

し
、

委
員

長
に

事
故

が
あ

る
と

き
、

又
は

委
員

長
が

欠

け
た

と
き

は
、

そ
の

職
務

を
代

理
す

る
。

 

（
検

討
委

員
会

の
会

議
）

 

第
６

条
 

検
討

委
員

会
の

会
議

は
、

委
員

長
が

招
集

し
、

そ
の

議
長

と
な

る
。

 

２
 

検
討

委
員

会
の

会
議

は
、

委
員

の
半

数
以

上
が

出
席

し
な

け
れ

ば
開

く
こ

と
が

で
き

な

い
。

 

３
 

検
討

委
員

会
の

議
事

は
、

出
席

し
た

委
員

の
過

半
数

で
決

し
、

可
否

同
数

の
と

き
は

、

議
長

の
決

す
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

４
 

委
員

長
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

検
討

委
員

会
の

会
議

に
委

員
以

外
の

者

の
出

席
を

求
め

、
そ

の
意

見
を

聴
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

５
 

検
討

委
員

会
の

会
議

は
、

公
開

と
す

る
。

 

（
検

討
委

員
会

の
庶

務
）

 

第
７

条
 

検
討

委
員

会
の

庶
務

は
、

市
民

活
動

部
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

に
お

い
て

処
理

す

る
。

 

（
検

討
委

員
会

の
運

営
）

 

第
８

条
 

第
４

条
か

ら
前

条
ま

で
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
検

討
委

員
会

の
運

営
に

関
し

必

要
な

事
項

は
、

委
員

長
が

検
討

委
員

会
に

諮
っ

て
定

め
る

。
 

（
基

金
の

管
理

）
 

第
９

条
 

条
例

第
１

２
条

に
規

定
す

る
池

田
市

公
益

活
動

促
進

基
金

（
以

下
「

基
金

」
と

い

う
。
）
に

つ
い

て
、
会

計
管

理
者

は
、
基

金
台

帳
（

様
式

第
５

号
）
を

設
け

、
そ

の
運

用
状

況
を

明
ら

か
に

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

会
計

管
理

者
は

、
毎

会
計

年
度

末
に

基
金

の
運

用
状

況
調

（
様

式
第

６
号

）
を

市
長

に

 

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
基

金
の

積
立

て
等

）
 

第
１

０
条

 
条

例
第

１
３

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

予
算

に
定

め
る

額
は

、
市

及
び

条
例

第

２
条

第
３

号
に

規
定

す
る

中
間

支
援

組
織

（
市

長
が

指
定

す
る

も
の

に
限

る
。

以
下

「
指

定
中

間
支

援
組

織
」

と
い

う
。

）
に

対
し

て
前

年
の

１
月

１
日

か
ら

１
２

月
３

１
日

ま
で

に
公

益
活

動
の

促
進

の
た

め
に

贈
ら

れ
た

寄
附

金
（

以
下
「

前
年

の
寄

附
金

」
と

い
う

。
）

の
合

計
額

に
相

当
す

る
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

一
の

個
人

又
は

団
体

か
ら

の
市

又
は

同
一

の
指

定
中

間
支

援
組

織
へ

の
前

年
の

寄
附

金
の

総
額

が
１

０
０

万
円

を
超

え
て

い
る

と
き

は
、

当
該

個
人

又
は

団
体

か
ら

の
市

又
は

当
該

指
定

中
間

支
援

組
織

へ
の

前
年

の
寄

附
金

の
総

額
は

１
０

０
万

円
と

み
な

す
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

前
年

の
寄

附
金

の
合

計
額

に
相

当
す

る
額

が
１

，
０

０

０
万

円
を

超
え

て
い

る
と

き
は

、
条

例
第

１
３

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

予
算

に
定

め
る

額
は

、
１

，
０

０
０

万
円

と
す

る
。

 

（
情

報
公

開
）

 

第
１

１
条

 
条

例
第

１
９

条
の

規
定

に
よ

り
公

表
す

る
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
条

例
第

１
０

条
に

規
定

す
る

協
働

提
案

事
業

の
概

要
、

実
施

状
況

及
び

評
価

 

(
2
)
 
基

金
の

収
入

額
、

支
出

額
及

び
現

在
額

 

(
3
)
 
基

金
に

よ
る

助
成

を
受

け
た

も
の

の
名

称
、

助
成

金
の

額
及

び
そ

の
対

象
と

な
つ

た

公
益

活
動

の
内

容
 

（
細

則
）

 

第
１

２
条

 
こ

の
規

則
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

は
、

市
長

が
定

め
る

。
 

附
 

則
 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

１
３

年
５

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

第
５

条
の

規
定

は

同
年

７
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

（
会

議
の

招
集

の
特

例
）

 

－(6)－



 

２
 

第
４

条
第

１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

検
討

委
員

会
の

委
員

長
が

未
選

出
、

辞
任

等

の
事

由
に

よ
り

未
定

の
場

合
（

第
３

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

副
委

員
長

が
委

員
長

の
職

務
を

代
理

す
る

場
合

を
除

く
。

）
に

お
け

る
会

議
は

、
市

長
が

招
集

す
る

。
 

附
 

則
（

平
成

１
６

年
１

月
２

２
日

規
則

第
２

号
）

 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

１
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

（
経

過
措

置
）

 

２
 

こ
の

規
則

の
施

行
の

際
現

に
提

出
さ

れ
て

い
る

指
定

管
理

者
の

指
定

申
請

書
は

、
こ

の

規
則

に
よ

る
改

正
後

の
池

田
市

公
益

活
動

促
進

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

の
規

定
に

よ
る

指
定

管
理

者
指

定
申

請
書

と
み

な
す

。
 

附
 

則
（

平
成

１
７

年
３

月
３

１
日

規
則

第
２

７
号

）
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

１
７

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

附
 

則
（

平
成

１
９

年
１

０
月

１
日

規
則

第
５

１
号

）
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

１
９

年
１

０
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
（

平
成

２
１

年
３

月
３

１
日

規
則

第
１

８
号

）
 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

２
１

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

（
経

過
措

置
）

 

２
 

こ
の

規
則

の
施

行
の

際
現

に
第

７
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

池
田

市
公

益
活

動
促

進

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

、
第

１
３

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
池

田
市

財
務

規
則

、
第

１
４

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
池

田
市

公
金

事
務

取
扱

規
則

、
第

２
４

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
池

田
市

市
税

条
例

施
行

規
則

、
第

２
５

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
池

田
市

収
入

証
紙

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

、
第

３
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
池

田
市

立
男

女
共

生
サ

ロ
ン

設
置

条
例

施
行

規
則

、
第

３
３

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
池

田
市

留
守

家
庭

児
童

会
条

例
施

行
規

則
、

第
３

４
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

池
田

市
立

く
す

の
き

学
園

条
例

施
行

規
則

、
第

３
５

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
池

田
市

立
敬

老
会

館
条

例
施

 

行
規

則
、

第
３

６
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

池
田

市
立

養
護

老
人

ホ
ー

ム
管

理
規

則
、

第
３

７
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

池
田

市
国

民
健

康
保

険
条

例
施

行
規

則
、

第
３

８
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

池
田

市
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
、

第
３

９
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

池
田

市
墓

地
条

例
施

行
規

則
及

び
第

４
０

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
池

田
市

介
護

保
険

条
例

施
行

規
則

（
以

下
「

旧
規

則
」

と
い

う
。

）
の

規
定

に
よ

り
提

出
さ

れ
て

い
る

書
類

は
、

第
７

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
池

田
市

公
益

活
動

促
進

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

、
第

１
３

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
池

田
市

財
務

規
則

、
第

１
４

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
池

田
市

公
金

事
務

取
扱

規
則

、
第

２
４

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
池

田
市

市
税

条
例

施
行

規
則

、
第

２
５

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
池

田
市

収
入

証
紙

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

、
第

３
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
池

田
市

立
男

女
共

生
サ

ロ
ン

設
置

条
例

施
行

規
則

、
第

３
３

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
池

田
市

留
守

家
庭

児
童

会
条

例
施

行
規

則
、

第
３

４
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

池
田

市
立

く
す

の
き

学
園

条
例

施
行

規
則

、
第

３
５

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
池

田
市

立
敬

老
会

館
条

例
施

行
規

則
、

第
３

６
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

池
田

市
立

養
護

老
人

ホ
ー

ム
管

理
規

則
、

第
３

７
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

池
田

市
国

民
健

康
保

険
条

例
施

行
規

則
、

第
３

８
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

池
田

市
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
、

第
３

９
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

池
田

市
墓

地
条

例
施

行
規

則
及

び
第

４
０

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
池

田
市

介
護

保
険

条
例

施
行

規
則

（
以

下
「

新
規

則
」

と
い

う
。

）
の

規
定

に
よ

り
提

出
さ

れ
た

も
の

と
み

な
す

。
 

３
 

こ
の

規
則

の
施

行
の

際
現

に
旧

規
則

に
規

定
す

る
様

式
に

つ
い

て
は

、
所

要
の

修
正

を

加
え

、
当

分
の

間
新

規
則

に
規

定
す

る
様

式
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

附
 

則
（

平
成

２
８

年
３

月
３

０
日

規
則

第
１

９
号

）
 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

２
８

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

（
経

過
措

置
）

 

２
 

市
長

の
処

分
又

は
不

作
為

に
つ

い
て

の
不

服
申

立
て

で
あ

っ
て

、
こ

の
規

則
の

施
行

前

－(7)－



 

に
さ

れ
た

市
長

の
処

分
又

は
こ

の
規

則
の

施
行

前
に

さ
れ

た
申

請
に

係
る

行
政

庁
の

不
作

為
に

係
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

附
 

則
（

令
和

２
年

３
月

２
７

日
規

則
第

１
１

号
）

 

こ
の

規
則

は
、

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
（

令
和

４
年

３
月

３
１

日
規

則
第

２
８

号
）

 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

規
則

は
、

令
和

４
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

（
経

過
措

置
）

 

２
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
第

４
条

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
は

、
第

１
条

の

規
定

の
施

行
の

日
以

後
に

委
嘱

す
る

池
田

市
公

益
活

動
促

進
検

討
委

員
会

の
委

員
（

以
下

「
委

員
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
適

用
し

、
同

日
前

に
委

嘱
し

た
委

員
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

附
 

則
（

令
和

４
年

５
月

２
５

日
規

則
第

４
９

号
）

 

こ
の

規
則

は
、

令
和

４
年

６
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
（

令
和

５
年

３
月

３
１

日
規

則
第

３
０

号
）

抄
 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

規
則

は
、

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 

様
式
第

１
号

（
第

２
条
関

係
）

 

年
 
 

月
 

 
日

 

協
働
事
業
提
案
書

 

（
宛
先

）
池

田
市

長
 

協
働
事

業
提

案
者

名
 

 

協
働
事

業
の

名
称

 
 

協
働
事

業
の

目
的

 
 

協
働
事

業
の

概
要

 

及
び
実

施
体

制
 

 

協
働
事

業
の

実
施

時
期
・

期
間
 

 

協
働
事

業
の

実
施

費
用
 

（
翌
年
度
以
降
の
費
用
を
含
む
。）
 

※
実

施
費
用
を
要
す

る
場

合
 

 

協
働

事
業

の
実

施
に

当

た
り

自
ら

実
施

す
る

事

項
及

び
市

が
実

施
す

る

事
項
 

 

協
働

す
る

こ
と

で
得

ら

れ
る
相

乗
効

果
 

 

今
回

提
案

す
る

協
働

事

業
と

同
種

又
は

類
似

し

た
事
業

実
施

の
実

績
 

 

そ
の

他
協

働
事

業
の

実

施
に
係

る
留

意
点

 
 

 

－(8)－



 

様
式
第

２
号

（
第

２
条
関

係
）

 

年
 
 

月
 

 
日

 

協
働
事
業

提
案
者
概
要

書
 

（
宛
先

）
池

田
市

長
 

協
働

事
業
提

案
者

名
 

（
ふ
り
が
な
）
 

代
表

者
の
役

職
 

及
び

氏
名
 

役
職
 

（
ふ
り
が
な
）
 

主
た

る
事
務

所
の

 

所
在

地
 

〒
 

事
務

所
 

な
し
 

担 当 者 連 絡 先  

氏
名

 
（
ふ
り
が
な
）
 

住
所

 
〒
 

電
話

番
号

 
 

フ
ァ

ッ
ク

ス
番

号
 

 

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
 

 

活
動

目
的
 

 

市
内

で
の
主

な
 

活
動

内
容
 

 

会
員

数
 

 
会
員
な
し
 

※
 次

の
項
目

を
確

認
し

、
各
項

目
の

□
に

チ
ェ

ッ
ク
を

し
て

く
だ

さ
い
。

 

□
 破

産
法
（

平
成

１
６
年

法
律

第
７

５
号
）

第
２

条
第

４
項
に

規
定

す
る

破
産
者

に
該

当
し

ま
せ

ん
。

 

□
 役

員
又
は

こ
れ

に
準
ず

る
者

は
、

次
の
い

ず
れ

に
も

該
当
し

ま
せ

ん
。

 

ア
 

破
産

手
続

開
始
の

決
定

を
受

け
て
復

権
を

得
な

い
者
 

イ
 

禁
錮

以
上

の
刑
に

処
せ

ら
れ

、
そ
の

執
行

を
終

わ
り
、

又
は

執
行

を
受
け

る
こ

と
が

な
く
な

 

っ
た
日

か
ら

起
算
し

て
３

年
を

経
過
し

な
い

者
 

□
 池

田
市
か

ら
、

審
査
に

必
要

な
書

類
の
提

出
を

求
め

ら
れ
た

と
き

は
、

速
や
か

に
提

出
し

ま
す
。

 

 

様
式
第

３
号

（
第

２
条
関

係
）

 

年
 
 

月
 

 
日

 

誓
 
約
 
書

 

（
宛
先

）
池

田
市

長
 

個
人
又

は
団

体
名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

代
表
者

氏
名

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

代
表
者

生
年

月
日
 

 
 

 
 

年
 
 

月
 

 
日

 

 

池
田

市
公

益
活

動
促
進

に
関

す
る

条
例
（
平

成
１

３
年

池
田
市

条
例

第
１

４
号
）
第

９
条

の
規

定
に
よ

る

市
民
協

働
に

よ
る

事
業
の

提
案

に
関

し
て
、
池

田
市

暴
力

団
の
排

除
に

関
す

る
条
例
（

平
成

２
３

年
池
田

市

条
例
第

２
０

号
）

の
規
定

に
基

づ
く

池
田
市

の
求

め
に

応
じ
、

下
記

の
と

お
り

誓
約
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
 
当

団
体

は
、
池

田
市
暴

力
団

の
排

除
に
関

す
る

条
例

第
２
条

第
１

号
に

規
定
す

る
暴

力
団
（

以
下
単

に

「
暴

力
団

」
と

い
い
ま

す
。
）

に
該

当
し

ま
せ
ん

。
 

 ２
 
私

（
団

体
の

場
合

に
あ
っ

て
は

、
当

団
体

の
役

員
、

職
員

等
（

以
下

「
役

職
員
等

」
と

い
い

ま
す

。）
）

は
、
池

田
市

暴
力

団
の

排
除
に

関
す

る
条

例
第
２

条
第

２
号

に
規

定
す
る

暴
力

団
員
（

以
下

単
に
「

暴
力

団
員

」
と

い
い

ま
す

。）
又
は

同
条

第
３

号
に

規
定

す
る
暴

力
団

密
接

関
係

者
（

以
下

単
に

「
暴

力
団
密

接
関

係
者

」
と

い
い
ま

す
。
）

に
該

当
せ

ず
、
か

つ
、

将
来

に
わ

た
っ
て

も
該

当
し

ま
せ
ん

。
 

 ３
 
池

田
市

か
ら

役
員
名

簿
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
書

類
（

以
下

「
役

員
名

簿
等

」
と
い

い
ま

す
。
）

の
提

出

を
求

め
ら

れ
た

と
き
は

、
速
や

か
に

提
出

す
る
と

と
も

に
、
池

田
市

が
大

阪
府
警

察
池

田
警

察
署
、
大
阪

府
警

察
本

部
等

（
以

下
「

警
察
」

と
い

い
ま

す
。
）

か
ら
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
池

田
市

が
当

該
役
員

名
簿

等
を

警
察

に
提
供

す
る

こ
と

に
同
意

し
ま

す
。

 

 ４
 

当
団

体
が

暴
力

団
に

該
当

す
る

と
警

察
か

ら
池

田
市

へ
報

告
が

あ
っ

た
場

合
又

は
池

田
市

の
調

査
に

よ
り

判
明

し
た

場
合
は

、
池

田
市

が
そ
の

旨
を

公
表

す
る
こ

と
に

つ
い

て
異
議

を
述

べ
ま

せ
ん
。

 

 ５
 
私
（

団
体

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
役

職
員

等
）
が

暴
力

団
員

又
は

暴
力
団

密
接

関
係

者
に
該

当
す

る
と

警
察

か
ら

池
田

市
へ
報

告
が

あ
っ

た
場
合

又
は

池
田

市
の
調

査
に

よ
り

判
明
し

た
場

合
は

、
池

田
市

が
そ

の
旨

を
公

表
す

る
こ
と

に
つ

い
て

異
議
を

述
べ

ま
せ

ん
。
 

 ６
 
業

務
の

一
部

を
第
三

者
に

委
託

す
る
場

合
は

、
委
託

先
が
暴

力
団

、
暴
力

団
員
又

は
暴

力
団

密
接
関

係

者
に

該
当

す
る

こ
と
の

な
い

よ
う

管
理
及

び
監

督
を

し
ま
す

。
ま
た

、
物

品
の

購
入
等

に
お
け

る
契

約
相

手
方

が
暴

力
団

、
暴
力

団
員

又
は

暴
力
団

密
接

関
係

者
に
該

当
す

る
こ

と
の
な

い
よ

う
留

意
し
ま

す
。
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様
式
第

４
号

（
第

２
条
関

係
）

 

年
 
 

月
 

 
日

 

実
施
希
望
申
出
書

 

（
宛
先

）
池

田
市

長
 

  市
が
提

案
し

た
事

業
の
名

称
 

 

  実
施

希
望

者
名

 
（
ふ
り
が
な
）
 

代
表

者
の

役
職

 

及
び

氏
名

 

役
職
 

（
ふ
り
が
な
）
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

〒
 

事
務
所
 

な
し
 

担 当 者 連 絡 先  

氏
名

 
（
ふ
り
が
な
）
 

住
所

 
〒
 

電
話

番
号

 
 

フ
ァ

ッ
ク

ス
番

号
 

 

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
 

 

※
 次

の
項
目

を
確

認
し

、
各
項

目
の

□
に

チ
ェ

ッ
ク
を

し
て

く
だ

さ
い
。

 

全
て

に
チ

ェ
ッ

ク
が

入
ら
な

い
場

合
は

、
提

出
で
き

ま
せ

ん
。

 

□
 破

産
法
（

平
成

１
６
年

法
律

第
７

５
号
）

第
２

条
第

４
項
に

規
定

す
る

破
産
者

に
該

当
し

ま
せ

ん
。

 

□
 役

員
又
は

こ
れ

に
準
ず

る
者

は
、

次
の
い

ず
れ

に
も

該
当
し

ま
せ

ん
。

 

ア
 

破
産

手
続

開
始
の

決
定

を
受

け
て
復

権
を

得
な

い
者
 

イ
 

禁
錮

以
上

の
刑
に

処
せ

ら
れ

、
そ
の

執
行

を
終

わ
り
、

又
は

執
行

を
受
け

る
こ

と
が

な
く
な

 

っ
た
日

か
ら

起
算
し

て
３

年
を

経
過
し

な
い

者
 

□
 池

田
市
か

ら
、

必
要
な

書
類

の
提

出
を
求

め
ら

れ
た

と
き
は

、
速

や
か

に
提
出

し
ま

す
。

 

 

様
式
第

５
号

（
第

９
条
関

係
）

 

 

基
 

 
金
 

 
台
 

 
帳

 

年
月

日
 

摘
要
 

収
入

 
支

出
 

現
在

額
 

現
在

額
内
訳

 

備
考

 
現

 
金

 
定

期
預

金
 

債
権
 

 

 
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
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様
式
第

６
号

（
第

９
条
関

係
）

 

 

基
 
金

 
の

 
運

 
用

 状
 
況

 調
 

区
分

 
前

年
度

末
現

在
高
 
決

算
年

度
中

増
減

高
 

決
算

年
度

末
現

在
高
 

 
円

 
円

 
円
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公益活動促進に関する基本的方針（素案）に対する意見 
 
公益活動促進のための基本的方針（素案）のパブリックコメントに対する主な対応         公益活動団体（２件） 
   区   分          意         見      対     応 
 
Ⅱ 各  論 
 ４助成制度 
 （１）基金の設置  
 
 
 
 
 （２）助成金の交付 
 
 
 
 
 
７ その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
・「公益活動促進のために市又は市長の指定する登録団体（協議会及 
 び社会福祉協議会）」を「市に登録された公益団体」に改められな 
 いか。（寄付金に対するマッチングの対象を全ての登録団体に拡大 
 できないかとの趣旨） 
 
・「市に登録された公益活動団体が、対象となる活動に対して助成を 

 申請し」を「公益活動団体より、前年度事業報告と各項目別明細書 
 添付の収支計算書を提出、その資料を審査して助成する」に変更す 
 べき。（前年度の会計処理等が確かな団体に限って助成すべきでは 
 との趣旨） 
 
・職員による公益活動への参加の最終に「そのような職員の活動を 
 支援するものとしてボランティア休暇制度（池田市職員休暇規則第 
 １１条の４）があり、職員は、この制度を利用しなければならない。 
 なお、ボランティア休暇制度利用後は、市に報告書を提出し、市民 
 の閲覧に供するものとする。」を追加する。（職員には在職中からボ 
 ランティアのノウハウを身につけ定年後もリーダーとして活躍し 
 てほしいとの趣旨） 
 
 
 
 
 

 
 
 
・各団体の活動を支援する中間支援団体 
 を中核に公益活動の促進を図ろうとす 
 るもので、特定の領域で活動する個々 
 の登録団体は対象としていません。 
 
・助成の有無に関らず登録団体は、毎年、 
 これらの書類を市に提出し、市はこれ 
 を公表することになっています。 
 
 
 
・ボランティアは自発的な活動であり、 
 職員にボランティア休暇の取得を義務 
 づけることはできませんが、ボランテ 
 ィア休暇の取得を促進する観点から、 
 「市は、職員のボランティア休暇の取 
 得状況を公表するものとする。」との文 
 を加えることとします。 
 
 
 

 
公益活動促進のための基本的方針（素案）に対する意見                     池田市公益活動促進協議会 
   区    分          意         見      対     応 
Ⅰ 総   論 
 １公益活動の定義  
          
 
 
 
 （２）多様な市民ニーズ 
   への対応 
   
 
 
 ３公益活動と行政の関わ 
  り方 
 （１）支援にあたっての 

        基本理念 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２協働にあたっての 
        基本理念 

 
・公益活動は、非営利活動であるがすべて無償ではない。 
 非営利性と無償性を区別する考え方が必要と考えます。 
 （無償性の言葉は不適切ではないかと考えます。） 
 
 
・「ニーズの多様化が進み」は、市民から行政に対するニーズが多様 
 化しの意味と考えます。 
 
 
 
 
 
・NPO は、いかにも新しい社会システムのように言われているが、 
 以前からあることで、市ではできないもっと質の良いもの、領域の 
 異なるものを市民はめざしているのであり、その意味でも NPO 支 
 援にあたっていろいろ考えていく必要があると思う。（市は最小限 
 しなければならないことのみを行うべきとの趣旨） 
 
・基本理念が薄められているのに対して「ただし」以下は、非常に強 
 調されている感があり、現実には実体的な支援に対して及び腰な行 
 政の市政が見え隠れするように思います。 
 
・「協働」 市との協働の協議会は対等の意見を持ち、お互いまじわ 
 ったり離れたりしながらの関わり方がいいと思う。 
 
・行政により、財政的支援、情報の提供、施設の提供、行政の持つノ 
 ウハウ等が円滑に提供されるように。 

 
・市民会議の提言を引用したものです 
 が、有償ボランティアの活動が盛んに 
 なっていることを踏まえ、「無償性（非 
 営利性）」を「非営利性」に修正します。 
 
・素案も同趣旨ですが、より分かりやす 
 くするため「行政ニーズの多様化が進 
 み」を「市民からの行政に対するニー 
 ズが多様化し」に修正します。 
 
 
 
・素案と同趣旨と考えます。 
 
 
 
 
 
・後半の「申請」を「自主的な働きかけ」 
 に修正し、団体の主体性を尊重する表 
 現にします。 
 
・素案と同趣旨と考えます。 
 
 
・素案と同趣旨と考えます。 
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   区    分          意         見      対     応 
 
Ⅱ 各   論 
 ２池田市公益活動 
       促進協議会 
 （２）協議会の役割 
 
 
 ３池田市立公益活動   
      促進センター 
 （２）協議会への委託 
 
 
 
 
 ４助成制度       
 （１）基金の設置    
 
５ 事務委託 
 （２）委託すべき 
     事務事業の選定 
 
 （３）委託先公益活動 
       団体の選定 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
・協議会の役割は、中間支援以外にもあり、タイトルは、「協議会の 
 行政に対する役割」とすべきではないかと考えます。 
 
 
 
・管理運営に関しては、条例に位置づけられた協議会が、民意をよく 
 反映できることでふさわしいと考えます。ただし、「公共的団体に 
 委託することができる」と規定している条例との関係を考慮願いま 
 す。 
 
 
・マッチングギフト方式の説明  市民、グループ関係者が理解でき 
 るよう努めることが大切である。 
 
 
・委託事務の選定は、行政側だけが行うのではなく、広く意見を聞き 
 民意を反映させる必要があるのではないか。 
 
・委託先については、慎重になると思うが、行政は勇気をもって市民 
 に任せるところは任せるのがよい。そこから、市民は育ってくるも 
 のです。 
 
・公募が原則ではないか、また市民に周知する必要がある。 
 
 
 

 
 
 
 
・P５ ３行目「中間支援団体としての

役割」を「市に対する役割」に修正しま

す。 
 
 
・（２）協議会への委託 ３行目の「期待

されることから、」の後に「条例に中間支

援団体として位置づけられ、かつ」を挿

入し、文意を明確にします。 
 
 
・今後とも PR に努めていきます。 
 
 
 
・協議会の意見を求めます。 
 
 
・今後の施策の参考にさせて頂きます。 
 
 
 
・市と協働する意思を持つ登録団体を対 
 象に公募することになります。また、 
 登録にも協議会の意見が必要です。 
 

 
   区    分          意         見      対     応 
 
 全     般 
 
 

 
・役所的に書かずやさしく書いてほしい。また、明瞭に、市民にアピ 
 －ルできるように。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・この基本的方針は、市が公益活動を支 
 援し、また、協働する際の指針となる 
 もので、特に、各施策を実施する市役 
 所内部にこの方針が適確に伝わること 
 に期しています。今後、具体的施策を 
 進めていく上で、市民に PR していき 
 ます。 
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市
民

公
益
活
動

促
進
に
関
す

る
提
言

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
池
田
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
市
民
会
議
）
 
 
 

 Ⅰ
．
市
民
公
益
活
動
の
社
会
的
意
義
  
 

近
年
、

奉
仕
活
動
、
慈

善
活
動
と
言
わ
れ
て
い
た
活
動
に
代
わ
り
、
個
人

の
自

発
的
な

意
志

に
も
と

づ
く

社
会

貢
献
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、

都
市

へ
の

急
激

な
人

口
流

入
が

地
域

の

価
値
観
を
多
様
化
さ
せ
、
ま
た
、
福
祉
国
家
を
目
指
す
行
政
が
豊
か
な
税

収
入

を
背

景
に

地
域

の
相

互
扶

助
的

な

負
担
を
解
消
し
て
き
た
こ
と
。
加
え
て
、
か
つ
て
限
り
な
く
成
長
す
る
企

業
が

家
庭

を
巻

き
込

み
な

が
ら

「
企

業

社
会
」
を
構
築
し
、
家
庭
を
地
域
か
ら
か
い
離
さ
せ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る

が
、

こ
れ

ら
は

、
一

方
で

、
地

域
の

伝

統
的
な
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
た
な
人
間
関
係
を
生
み
出
し
た
。
 

 
物
質
的
に
豊
か
な
今
日
、
お
互
い
励
ま
し
、
力
を
あ
わ
せ
て
「
家
」
を

守
っ

て
き

た
地

域
の

連
帯

感
の

希
薄

化

は
、
逆
に
、
地
縁
に
頼
ら

ず
そ
の
力
を
 広

く
社
会
に
発
揮
し
、
「
く
ら
し
が
い
」
の
あ
る

生
活
を

求
め

る
人
々
を

創
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
「
人
と
人
と
の
絆
」
、
「
心
の
ふ
れ
あ
い
」

、
「

自
己

実
現

」
、

「
こ

こ
ろ

の
豊

か

さ
」
な
ど
を
求
め
て
、
自
由
で
、
上
下
関
係
や
分
け
隔
て
の
な
い
「
双
方

向
」
の
活

動
を
社
会
に

提
供
し
て
い
る

。

地
域
社
会
、
社
会
福
祉
、
教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
、
環
境
保
全
、
国
際

分
野

等
に

及
ぶ

こ
れ

ら
の

活
動

は
、

阪

神
・
淡
路
大
震
災
を
契
機
に
急
速
な
高
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
 

 
今
後
、
増
大
し
た
余
暇
、
ゆ
と
り
あ
る
生
活
の
も
と
、
こ
れ
ら
の
活
動

が
新

た
な

サ
ー

ビ
ス

を
生

み
出

す
こ

と

で
、
多
元
的
で
、
多
様
な
価
値
観
を
も
つ
社
会
を
創
出
し
、
ま
た
、
行
政

と
競

合
す

る
中

で
サ

ー
ビ

ス
の

淘
汰

、

再
編
を
進
め
、
肥
大
化
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
見
直
し
、
「
小
さ
な
行
政

」
へ

の
移

行
、

さ
ら

に
は

市
民

が
行

政

施
策
に
対
し
て
客
観
的
評
価
を
下
す
時
代
を
も
た
ら
す
。
 

 
経
済
成
長
が
停
滞
す
る
中
で
、
ま
た
、
分
権
型
行
政
、
市
民
参
画
行
政
の
潮
流
の
中
で

、
今
、
「
共
感

」
や
「
価

値
観
の
共
有
」
を
基
軸
に
し
た
住
民
の
手
に
よ
る
社
会
的
な
取
組
み
が
注
目
さ
れ
て

い
る

と
こ
ろ

で
あ

る
。
 

 Ⅱ
．
市
民
公
益
活
動
と
は
 

 
市
民
公
益
活
動
は
、
一
般
的
に
自
発
性
（
自
主
性
）
、
無
償
性
（
非
営

利
性

）
、

公
益

性
（

公
共

性
）

を
有

す

る
活
動
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
定
立
さ
れ
た
概
念
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。

社
会

活
動

の
担

い
手

に
は

、
税

を

主
な
財
源
と
す
る
行
政
セ
ク
タ
ー
（
第
一
セ
ク
タ
ー
）
や
利
潤
の
追
求
を

目
的

と
す

る
企

業
セ

ク
タ

ー
（

第
二

セ

ク
タ
ー
）
が
あ
る
。
行
政
は
、
公
共
性
や
公
益
を
目
的
に
平
等
、
公
平
に

画
一

的
、

平
均

的
な

サ
ー

ビ
ス

を
、

ま

た
、
企
業
は
私
益
を
目
的
に
機
動
性
に
富
み
、
対
価
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス

を
社

会
に

提
供

し
て

い
る

。
し

か
し

、

こ
れ
以
外
に
も
利
潤
の
追
求
を
目
的
と
し
な
い
民
間
の
非
営
利
な
活
動
が

あ
る

。
こ

れ
ら

は
、

全
体

と
し

て
機

動

性
に
富
ん
だ
、
個
別
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
社
会
に
提
供
し
て
お
り
、
民

間
の

非
営

利
な

組
織

が
集

ま
っ

た
セ

ク

タ
ー
と
い
う
意
味
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ク
タ
ー
と
か
、
行
政
、
企
業
に
つ
づ
く
三

番
目

の
セ

ク
タ

ー
と

い
う

意
味

で
第

三

セ
ク
タ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
 

 
殆
ど
の
市
民
活
動
は
こ
の
セ
ク
タ
ー
に
区
分
さ
れ
る
が
、
こ
の
中
で
、

特
に

公
益

性
が

高
い

活
動

を
一

般
的

に

社
会
貢
献
活
動
と
か
市
民
公
益
活
動
と
呼
ぶ
。
こ
の
「
公
益
」
を
特
定
非
営
利
活
動

促
進
法
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
）
で
は

、

 
 

会
員
を

特
定

し
て

相
互
に

助
け
合

う
互

助
的
な

活
動

（
共
益

）
や
個

人
（

自
己

）
の

た
め

に
す

る
活

動
（

私
益

）

で
は
な
く

、
広
く
、
「
不
特
定
か

つ
多
数
の
も
の

の
利

益
」
と

規
定
し
て
い
る

。
し
か
し
な

が
ら
、
こ

の
「
公
益
」

と
い
う
概

念
は
、
時
代
の
移
り
変

わ
り
や
価
値

観
の

変
化
に
と
も

な
い

変
遷
し
て
い
く

も
の

で
、
そ
の

時
々
、
個

々
、

具
体
的
な

実
態

に
照
ら
し
て
判
断

す
る
外
な
い
の

で
あ

る
。
 

 
本
提
言

に
お

い
て
は
、
 市

民
活

動
が
こ
れ
ら
の
概
念

に
関

わ
り
な

く
個

人
の
趣
向
性
や

生
活
の
視
点

か
ら

横
断

的
に
展

開
さ

れ
て

い
る
こ

と
を
考

え
、

こ
の
定

義
に

準
拠
し

つ
つ
も

団
体

の
形

態
、

活
動

目
的

、
活

動
内

容
を

総

合
的
に

勘
案

し
、

む
し
ろ

公
益
活

動
が

促
進
さ

れ
る

方
向
で

「
公
益

性
」

を
捉

え
て

い
く

こ
と

が
望

ま
し

い
と

考

え
る
。
 

 Ⅲ
．
市
内

の
市

民
公
益
活
動
団
体

の
現
状
 

 
市
内
で

市
民

公
益
活
動
を
展
開

し
て
い
る
組
織

は
、
法
人
格

を
取
得
し
て
い

る
も

の
や
、
単

に
グ

ル
ー

プ
活
動

に
と

ど
ま

る
も
の

を
含

め
、
お

お
よ

そ
１
２

０
団
体
あ

り
、

こ
の
外
に

も
、
市
や

既
存

の
組
織

に
関
わ
る

こ
と

な
く
独

自
に

活
動

す
る
も

の
も
少

な
か

ら
ず
存

在
す

る
。
そ

し
て
、

こ
れ

ら
の

団
体

の
中

に
は

、
指

導
者

の
不

在

や
団
体

内
の

「
思

い
」
の

違
い
に

よ
り

、
活
動

の
停

止
や
分

離
を
繰

り
返

す
も

の
、

ま
た

、
新

た
な

活
動

に
転

換

す
る
も
の

な
ど

が
あ
り
、
そ
の
実

態
は
、
な
お
、

流
動

的
で
あ

る
。
 

 
平
成

１
１

年
１

１
月
に

実
施
し

た
調

査
（
回

答
７

１
団
体

）
で
は

、
団

体
の

８
割

が
昭

和
５

０
年

以
降

に
設

立

さ
れ
て

お
り

、
そ

の
多
く

は
行
政

、
公

益
法
人

、
団

体
な
ど

が
主
催

す
る

講
座

や
セ

ミ
ナ

ー
の

受
講

、
ま

た
は

、

そ
れ
ら

に
よ

る
直

接
的
な

呼
び
か

け
が

動
機
と

な
っ

て
お
り

、
文
化

行
政

、
生

涯
教

育
等

の
果

た
し

た
役

割
は

大

き
い
も
の

が
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
 

 
こ
れ

ら
の

団
体

の
活
動

は
、
公

益
活

動
に
限

定
さ

れ
る
こ

と
な
く

、
私

益
、

共
益

活
動

を
も

包
含

し
た

、
日

常

生
活
で

の
横

つ
な

ぎ
の
視

点
や
ふ

れ
あ

い
の
視

点
で

活
動
し

て
い
る

と
こ

ろ
が

大
き

な
特

徴
と

な
っ

て
い

る
。

そ

し
て
、

団
体

の
７

割
が
会

則
な
ど

公
的

形
式
性

を
備

え
た
自

律
的
な

組
織

を
有

し
、

ま
た

、
全

体
の

６
割

が
何

ら

か
の
登
録

先
を

持
ち
、
そ
こ
か
ら

情
報
や
資
金
な

ど
を

得
な
が

ら
活

動
し
て
い
る
。
 

市
民

活
動

団
体
実
態
調
査

結
果

 
 
 

 
 

（
省
 
略
）
 

Ⅳ
．
市
民

公
益

活
動
を
と
り
ま
く

環
境
整
備
の
あ

り
方
 

環
境

整
備

の
あ
り
方
に
つ

い
て

は
、
人

、
も

の
、
資
金
、
情

報
な
ど
の
観
点
か

ら
検

討
を
加

え
、

別
に
市
と
の

協
働
の
あ

り
方

に
つ
い
て
考
察
し

た
。
 

 １
．
環
境

整
備

の
あ
り
方
 

市
民

公
益

活
動
は
、
そ
の

社
会

的
な
目

的
、

夢
が
求
心
力
を

求
め
て
組
織
化
さ

れ
、

具
体
化

さ
れ

て
い
く
の
で

あ
る
が
、

し
か

し
、
こ
の
よ
う
に

し
て
で
き
た
組

織
も

人
間
の

ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
に

似
て

、
自
立

化
、

活
性
化
、

サ
ロ
ン
化

、
形

骸
化
の
道
を
歩
む

。
そ
し
て
、
機

能
し

な
く
な

っ
た

団
体
は
消
え
去

り
、

ま
た
、

そ
の

後
に
新
し

い
「
思
い

」
が

起
こ
る
と
い
う
淘

汰
を
繰
り
返
す

。
そ

う
い
う

意
味

で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の

段
階
に

応
じ

た
環
境
整

備
や
支
援

が
求

め
ら
れ
る
が
、
し

か
し
、
こ
れ
ら

の
現

象
は
団

体
と

い
う
組
織
体
に

と
ら

わ
れ
て

い
る

た
め
に
生

－(14)－



 
 

じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
 

環
境
整
備
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
市
民
公
益
活
動
団
体
が
社
会
的
に
影
響

力
を

与
え

て
い

る
活
動

の
公
益

性

や
公

共
性

に
着
目
す

る
と
と

も
に
、
｢
本
来
、
市
民
活
動
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
支
援
は
Ｎ

Ｐ
Ｏ

セ
ク
タ

ー
に

よ
っ
て
な
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
一
般
原
則
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
言
い
換
え
れ
ば
、
直

接
団

体
に
干

渉
す

る
こ
と
が

な
い
よ
う
、
間
接
的
、
側
面
的
に
支
援
す
る
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
行
政
に
よ
る
支
援
に
は
、
活
動
の
自
発
性
（
自
主
性

）
、

取
扱
い

の
公

平
性
（
公
正

性
）
、
支
援
手
続
き
の
公
開
性
（
透
明
性
）
を
保
証
し
て
い
く
と
と
も
に
、
そ
の
活

動
の

公
益
性

を
尊

重
し
、
さ

ら
に
は
、
支
援
が
税
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
今
後

、
団

体
へ
の
支

援
は
「
自
立
支
援
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
公
益
活
動
が
活
性
化
す
る
よ
う
、

ま
た

、
そ
の

活
動

意
識
を
高

め
る
方
向
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
思
わ
れ
る
。
 
  

 

(1
)
 
人
 
 
 
  

各
団
体

の
課
題
で
目
に

つ
く
の
が
「
人
」
で
あ
る
。
そ
の
主
な
も
の
を
あ

げ
る

と
、
「

後
継

者
不
足

」
、

「
会

員
の
固
定
化
」
、
「
会
員
の
高
齢
化
」
、
そ
し
て
「
特
定
者
に
責
任
が
集

中
す

る
」

、
「

リ
ー

ダ
ー

不
足

」
な

ど

と
な
る
。
 

そ
こ
に

は
、
身
近
に
活

動
の
機
会
が
な
い
、
募
集
し
て
も
若
い
人
を
活
か

す
場

が
な
い

、
仕

事
等
の

た
め

に
活

動
に
専
念
で
き
な
い
な
ど
の
理
由
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
状
況
は
、
団
体

に
新

し
い
応
募
者

が
な
い
限
り
、
ま
た

、

活
動
が
会
員
（
活
動
員
）
の
年
齢
に
応
じ
て
変
化
し
な
い
限
り
、
そ
の
活

動
を

維
持

で
き

な
い

こ
と

を
示

し
て

い

る
。
 

し
か
し

、
既
存
の
団
体

の
多
く
が
セ
ミ
ナ
ー
等
を
受
け
て
グ
ル
ー
プ
化
さ

れ
た

こ
と
を

考
え

る
と
、

人
々

を
ひ

き
つ
け
る
上
で
講
座
等
の
開
催
は
引
き
続
き
重
要
で
あ
り
、
加
え
て
、
学
校
で
の
授

業
等

に
公
益

活
動

を
組
込
み
、

ま
た
、
高
校
生
、
大
学
生
に
も
積
極
的
に
参
加
を
よ
び
か
け
、
さ
ら
に
は

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
休

暇
の

普
及

に
対

応

し
て
勤
労
者
を
活
か
す
場
を
つ
く
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
 

 
そ
の
た
め
に
は
、
団
体
自
身
も
新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
し
、
併
せ

て
、

活
動

へ
の

参
加

を
促

す
ム

ー
ド

づ

く
り
と
、
こ
の
よ
う
な
人
々
を
受
け
入
れ
る
態
勢
づ
く
り
が
急
が
れ
る
。
 

一
方
、

若
い
活
動
者
を

育
成
す
る
た
め
に
、
独
自
に
、
講
座
、
研
修
会
を

持
つ

団
体
も

あ
る

が
講
師

代
等

に
苦

慮
し
て
お
り
、
ま
た
、
市
の
主
催
す
る
研
修
会
で
は
、
参
加
が
役
員
の
役

割
と

し
て

捉
え

ら
れ

受
講

者
が

特
定

化

し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
解
消
す
る
方
法
と
し
て
、
地
域
で

汗
を

流
し

て
い

る
活

動
者

に
講

師
を

依

頼
し
、
互
い
に
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
て
い
く
、
ま
た
、
主
催
は
団

体
、

資
金

助
成

は
行

政
、

企
業

セ
ク

タ

ー
と
い
っ
た
共
催
に
よ
る
解
決
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
 

 
い
ず
れ
に
せ
よ
、
目
的
や
活
動
が
異
な
る
団
体
で
一
様
に
は
い
か
な
い

が
、

同
一

分
野

内
に

お
い

て
も

横
の

つ

な
が
り
が
少
な
い
現
状
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
団
体
が
一
堂
に
集
ま
る
「

催
し

」
を

行
い

、
交

流
を

通
じ

て
意

識

を
高
め
合
い
、
ま
た
、
人
材
を
発
掘
し
て
い
く
。
お
互
い
の
経
験
を
共
有

し
、

活
動

を
活

性
化

さ
せ

る
と

い
う

視

点
も
必
要
で
あ
る
。
 

 
将
来
的
に
は
、
団
体
を
組
織
的
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
力
量
を
持
つ
人

材
と

市
民

の
参

加
な

ど
を

コ
ー

デ
ィ

ネ

 
 

ー
ト
す
る

人
材

の
養
成
は
不
可
欠

と
な
ろ
う
。
 

 
ま
た

、
リ

ー
ダ

ー
不
足

に
つ
い

て
も

、
団
体

内
で

特
定
の

責
任
者

に
事

務
、

責
任

を
集

中
さ

せ
て

し
ま

う
（

任

せ
き
り

に
な

る
）

傾
向
が

あ
り
、

そ
の

負
担
ゆ

え
に

や
り
手

が
な
く

な
っ

て
い

く
と

い
う

現
実

が
あ

る
。

そ
の

裏

に
は
、

顔
見

知
り

に
よ
る

活
動
員

の
補

充
や
団

体
発

足
時
の

「
思
い

」
へ

の
こ

だ
わ

り
、

活
動

の
惰

性
化

、
役

を

手
放
さ

な
い

自
己

保
身
な

ど
が
新

し
い

活
動
員

の
「

思
い
」

、
「
や

る
気

」
を

封
じ

る
と

い
っ

た
実

態
も

あ
る

の

だ
ろ
う

。
し

か
し

、
そ
れ

以
上
に

個
々

の
活
動

員
に

使
命
や

役
割
が

与
え

ら
れ

て
い

な
い

こ
と

、
全

て
を

抱
え

込

ん
で
し
ま

う
日

本
的
な
責
任
感
の

あ
り
方
に
か
か

る
と

こ
ろ
が

大
き

い
と
思
わ
れ
る

。
  
 
  

 
組
織

に
よ

っ
て

は
役
員

に
過
重

な
責

任
を
負

わ
し

て
い
る

こ
と
が

あ
り

、
団

体
を

分
化

さ
せ

た
り

、
小

さ
な

団

体
を
多

数
つ

く
る

こ
と
に

よ
っ
て

個
々

の
負
担

を
軽

く
し
、

ま
た
、

そ
れ

を
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
化

す
る

こ
と

に
よ

っ

て
、
小

回
り

が
き

き
、
同

時
に
、

大
き

な
事
業

も
展

開
で
き

る
活
動

が
可

能
と

な
る

。
こ

の
よ

う
に

大
き

な
リ

ー

ダ
ー
よ

り
も

小
さ

な
リ
ー

ダ
ー
の

道
も

あ
る
。

５
０

人
或
い

は
１
０

０
人

に
一

人
あ

る
か

ど
う

か
と

い
わ

れ
る

貴

重
な
人

材
に

、
そ

れ
に
必

要
な
研

修
等

の
場
や

他
団

体
と
の

交
流
の

場
を

与
え

、
じ

っ
く

り
と

育
て

上
げ

て
い

く

必
要
が
あ

る
。
 

 

 
一
方

、
活

動
を

受
け
る

側
の
問

題
と

し
て
、

な
か

な
か
心

を
開
い

て
も

ら
え

な
い

と
い

う
状

況
が

あ
る

。
市

民

公
益
活

動
は

、
そ

の
対
象

者
に
お

礼
の

言
葉
を

求
め

る
活
動

で
も
な

く
、

ま
し

て
、

ス
ト

レ
ス

を
与

え
る

も
の

で

も
な
い

。
市

民
公

益
活
動

に
あ
っ

て
は

相
手
の

人
権

を
尊
重

す
る
と

と
も

に
、

双
方

向
の

「
心

の
ふ

れ
あ

い
」

が

必
要
で

あ
り

、
活

動
の
原

点
が
「

楽
し

み
な
が

ら
す

る
」
も

の
な
ら

、
当

然
、

相
手

に
も

「
楽

し
み

に
な

る
」

よ

う
な
活

動
方

法
が

求
め
ら

れ
る
。

今
後

、
行
政

、
企

業
、
団

体
が
互

い
に

持
つ

人
的

、
物

的
ス

ト
ッ

ク
を

共
有

化

し
団
体

自
ら

研
鑚

で
き
る

よ
う
、

ま
た

、
活
動

に
つ

い
て
広

く
理
解

を
得

る
よ

う
社

会
に

働
き

か
け

て
い

く
必

要

が
あ
る
。
 

 
さ
ら

に
、

活
動

の
需
要

と
供
給

を
調

整
し
た

り
、

義
務
感

に
さ
い

な
ま

れ
て

い
る

活
動

員
を

ね
ぎ

ら
う

コ
ー

デ

ィ
ネ
ー

タ
ー

（
カ

ウ
ン
セ

ラ
ー
）

的
な

人
材
の

育
成

や
活
動

に
伴
う

専
門

的
な

技
術

、
知

識
を

提
供

す
る

人
材

を

確
保
し
、

活
動

の
質
を
高
め
て
い

く
こ
と
も
重
要

で
あ

る
。
 

 

（
定

年
後

の
男
性
の
社
会

参
加

）
 

 
こ
れ

ら
と

少
し

観
点
が

異
な
る

が
、

市
内
の

公
益

活
動
の

多
く
は

女
性

で
支

え
ら

れ
て

い
る

。
し

か
し

、
夫

の

定
年
に

よ
り

、
地

域
の
一

員
と
し

て
活

躍
し
て

き
た

女
性
は

、
再
び

、
家

庭
に

縛
ら

れ
、

時
に

は
、

ラ
イ

フ
ス

タ

ス
イ
ル
の

急
変

に
よ
り
、
重
い
ス

ト
レ
ス
を
受
け

、
活

動
に
復

帰
で

き
な
い
こ
と
も

あ
る

。
 

 
長
年

、
会

社
人

間
、
企

業
戦
士

と
し

て
働
い

て
き

た
男
性

に
と
っ

て
、

社
会

参
加

、
特

に
、

対
等

を
旨

と
す

る

地
域
活

動
に

は
居

場
所
も

無
く
溶

け
込

み
に
く

い
も

の
が
あ

る
。
既

に
企

業
に

お
い

て
は

、
定

年
前

に
社

会
参

加

の
講
座

を
持

ち
、

社
員
を

家
庭
、

地
域

に
戻
す

試
み

も
あ
る

。
し
か

し
、

日
頃

か
ら

、
地

域
の

具
体

的
な

活
動

を

目
で
見

て
、

理
解

さ
せ
る

よ
う
女

性
が

フ
ォ
ロ

ー
し

な
け
れ

ば
い
つ

ま
で

も
会

社
人

間
の

ま
ま

で
い

か
ね

な
い

状

況
も
あ
る

。
 

 
こ
れ

ら
の

こ
と

は
、
男

性
自
ら

が
意

識
を
改

革
し

て
い
か

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
の

だ
が

、
そ

の
き

っ
か

け
づ

く

－(15)－



 
 

り
の
た
め
に
は
、
地
域
の
中
に
気
の
合
っ
た
男
同
志
が
語
り
合
え
る
場
や

身
近

な
活

動
の

機
会

と
心

許
せ

る
仲

間

か
ら
の
誘
い
が
必
要
で
あ
る
。
 

 

(2
)
 
活

動
資

金
 

 
市
内
の
市
民
公
益
活
動
団
体
の
多
く
は
、
財
政
規
模
が
年
間
３
０
万
円

以
下

の
上

部
組

識
や

下
部

組
織

を
持

た

な
い
草
の
根
団
体
で
、
し
か
も
、
地
域
の
支
援
も
な
く
、
活
動
の
無
報
酬

性
を

唱
え

た
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
グ

ル
ー

プ

と
し
て
発
達
し
て
き
た
。
し
か
し
、
今
後
、
活
動
を
継
続
し
「
思
い
」
を

遂
げ

る
た

め
に

も
、

ま
た

、
利

用
者

に

継
続
的
な
活
動
を
約
束
す
る
た
め
に
も
、
活
動
員
に
交
通
費
等
の
費
用
を

弁
償

で
き

る
よ

う
自

主
事

業
の

拡
大

や

有
償
活
動
も
視
野
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
さ
ら
に
、
活
動
成
果
を
地
域
に
問
う
形
で
地
域
と
の
連
携
を
深
め
、
今

後
、

積
極

的
に

サ
ポ

ー
タ

ー
づ

く
り

を

す
る
こ
と
も
必
要
と
な
ろ
う
。
 

 

①
 
補

助
金
 

 
市
民
公
益
活
動
は
、
本
来
、
市
民
の
「
思
い
」
で
な
さ
れ
、
補
助
金
に

頼
る

こ
と

な
く

そ
の

活
動

が
継

続
さ

れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
補
助
金
は
団
体
に
と
っ
て
会
費
に

次
ぐ

重
要

な
資

金
源

と
な

っ
て

い
る

。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
補
助
の
中
に
は
、
「
組
織
維
持
の
た
め
の
補
助
」

と
思

わ
れ

る
一

律
的

で
慣

例
的

な
補

助

が
あ
り
、
か
え
っ
て
不
公
平
感
を
招
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
今
後
、
団

体
へ

の
補

助
は

、
活

動
の

公
益

性
、

活

動
意
欲
、
影
響
力
な
ど
を
考
慮
し
、
活
動
内
容
そ
の
も
の
に
対
し
て
な
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

た
だ

し
、

団
体

に

加
入
し
て
い
な
い
者
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
考
え
、
ま
た
、
納
税
者
の
立
場
か

ら
、

そ
れ

が
有

効
利

用
さ

れ
た

か
否

か

が
公
正
、
中
立
、
横
並
び
に
評
価
さ
れ
る
仕
組
み
も
必
要
と
な
ろ
う
。
 

 
ま
た
、
こ
れ
と
観
点
は
異
な
る
が
、
補
助
金
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、

公
共

施
設

を
収

益
事

業
や

会
員

獲
得

事

業
に
開
放
す
る
方
法
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
行
政
、
企
業
、
市
民
有
志
に
よ

る
寄

付
の

受
け

皿
と

し
て

基
金

を
設

置

し
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
ル
ー
ル
の
も
と
に
市
民
公
益
活
動
に
財
政
支
援
し
て
い
く
方

法
な

ど
も
有

効
で

あ
る
。
 

 

②
 
寄

付
 

 
企
業
や
市
民
か
ら
寄
付
を
受
け
て
い
る
団
体
は
少
な
い
。
そ
れ
は
、
社

会
貢

献
活

動
を

す
る

企
業

が
増

え
た

も

の
の
、
ま
だ
、
寄
付
の
相
手
方
と
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
認
知
度
は
低
く
寄
付
の
対
象
と
は
認

め
ら

れ
な
い

こ
と

、
ま

た
、

寄
付
を
し
て
も
次
の
収
益
に
結
び
つ
か
な
い
た
め
だ
ろ
う
。
営
業
利
益
の

一
部

を
寄

付
と

い
う

形
で

引
き

出
す

以

上
は
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
を
も
考
慮
し
、
さ
ら
に
、
企
画
書
、
事
業
計
画
書
の

提
出
や
事
業
実

施
報
告
を
す

る
な

ど
、

団
体
自
身
も
、
社
会
的
信
用
を
得
る
形
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

企
業

と
し

て
も

寄
付

に
対

す
る

考
え

方

や
そ
の
対
象
分
野
な
ど
を
予
め
知
ら
せ
、
そ
の
企
業
姿
勢
を
世
に
示
す
こ
と
も
大
切

で
あ

る
。
 

 
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
市
民
に
対
し
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
寄

付
が

有
効

に
活

か
さ

れ
た

こ
と

を
寄

付

者
に
報
告
す
る
な
ど
運
営
の
透
明
性
を
自
ら
確
保
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

ま
た
、

こ
の
外
に
、
企

業
が
持
っ
て
い
る
設
備
、
備
品
、
商
品
の
提
供
や

金
融

機
関
に

よ
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人

へ
の

低
利
貸
付
な
ど
、
そ
の
事
業
に
応
じ
た
幅
広
い
支
援
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ

う
な

企
業

に
よ

る
社

会
貢

献
的

な

 
 

活
動
に

は
、

会
社

と
地
域

社
会
と

の
共

生
と
い

う
外

に
、
会

社
を
構

成
す

る
も

の
も

ま
た

「
人

」
で

あ
り

、
会

社

の
利
益

だ
け

で
は

な
く
、

広
く
社

会
の

た
め
に

業
を

営
ん
で

い
る
の

だ
と

、
ま

た
、

消
費

者
と

い
う

人
に

よ
っ

て

も
支
え
ら

れ
て

い
る
の
だ
と
い
う

視
点
が
必
要
か

も
し

れ
な
い

。
 

 

(3
)
 
場
 

 
 
所
 

①
 

拠
点

整
備
 

 
団
体
の

事
務

的
な
作
業
場
所
と

し
て
既
存
の
公

共
施

設
の
使

用
が

最
も
多
く
、
次
い
で
会
員

宅
と
な
っ
て
い

る
。

し
か
し
、
使
い
や
す

い
場
所
に
人

と
人

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化

を
可
能

に
す

る
「

ふ
れ
あ
い
」
の
場

が
必
要
で
あ
る

。

活
動
す

る
側

と
活

動
を
受

け
る
側

を
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー

ト
す
る

場
、
各

団
体

が
情

報
交

換
を

す
る

場
、

市
民

と
活

動

者
が
相

談
を

す
る

場
、
電

話
、
配

送
物

の
取
り

次
ぎ

を
す
る

場
、
団

体
を

支
援

す
る

場
と

し
て

の
総

合
的

な
窓

口

が
必
要

で
あ

り
、

機
能
を

集
中
さ

せ
る

こ
と
に

よ
っ

て
統
制

す
る
の

で
は

な
く

、
情

報
や

人
を

流
れ

や
す

く
す

る

体
制
を
整

え
る

必
要
が
あ
る
。
 

 
通
常

、
こ

れ
ら

の
活
動

は
財
団

を
含

む
中
間

支
援

組
織
が

行
う
こ

と
が

ふ
さ

わ
し

い
が

、
本

市
に

は
そ

こ
ま

で

実
力
の

備
え

た
団

体
等
は

見
当
た

ら
ず

、
そ
の

設
立

、
イ
ン

フ
ラ
の

整
備

や
運

用
は

、
行

政
や

企
業

の
支

援
無

し

に
は
不
可

能
と

思
わ
れ
る
。
 

 
こ
の

よ
う

に
拠

点
と
は

、
施
設

と
活

動
を
支

え
る

者
の
総

体
を
い

う
の

で
あ

る
が

、
そ

の
整

備
は

、
単

に
建

物

に
と
ど

ま
ら

ず
人

を
介
し

て
人
材

育
成

、
調
査

研
究

機
能
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ

評
価

機
能

な
ど

を
備

え
る

、
さ

ら
に

、
ネ

ッ

ト
ワ
ー

ク
支

援
機

能
と
し

て
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
だ

け
で

な
く
民

生
委
員

児
童

委
員

等
に

も
幅

広
く

使
っ

て
も

ら
え

る

よ
う
な

も
の

で
あ

る
こ
と

が
望
ま

れ
る

。
当
然

、
こ

れ
ら
の

機
能
を

果
た

す
た

め
に

は
、

コ
ピ

ー
等

印
刷

関
連

機

器
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
、

パ
ソ
コ
ン
等
通
信

機
器
な
ど
総
合

事
務

所
と
し

て
の

諸
設
備
が
必
要

と
さ

れ
る
。
 

 
既
に

、
他

市
の

Ｎ
Ｐ
Ｏ

セ
ン
タ

ー
の

中
に
は

、
行

政
の
規

制
に
縛

ら
れ

ず
、

各
団

体
が

集
ま

り
自

ら
組

織
、

運

営
し
て

い
る

と
こ

ろ
も
あ

る
。
申

込
み

等
の
事

務
手

続
き
の

簡
略
化

、
団

体
の

話
し

合
い

に
よ

る
独

占
利

用
、

時

間
帯
を

定
め

な
い

フ
レ
キ

シ
ブ
ル

な
利

用
、
申

込
み

重
複
時

の
他
施

設
斡

旋
な

ど
の

外
に

、
活

動
者

に
と

っ
て

は

単
に
会

議
室

と
し

て
で
は

な
く
、

作
業

を
す
る

場
、

昼
食
の

と
れ
る

場
な

ど
常

識
内

の
自

由
利

用
が

で
き

る
市

民

の
目
か
ら

見
た

規
制
の
少
な
い
運

用
が
求
め
ら
れ

る
。
 

 

②
 

活
動

場
所
 

 
一
方

、
団

体
等

の
活
動

、
催
し

も
の

、
講
習

の
場

と
し
て

、
学
校

等
の

休
日

開
放

、
既

存
施

設
の

整
理

に
と

も

な
う
余

剰
施

設
の

活
用
な

ど
が
考

え
ら

れ
る
。

特
に

、
家
賃

に
困
っ

て
い

る
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

等
の

事
務

所
や

物
品

の

置
き
場
所

と
し

て
利
用
の
余
地
が

あ
る
。
 

 
現
在

の
と

こ
ろ

管
理
費

を
自
己

負
担

し
て
活

動
す

る
団
体

等
は
見

当
た

ら
な

い
が

、
一

つ
の

地
域

で
団

体
が

集

ま
り
試

験
的

に
実

施
す
る

こ
と
も

考
え

ら
れ
る

。
し

か
し
、

こ
れ
ら

の
施

設
の

使
用

に
つ

い
て

は
応

分
の

危
険

負

担
が
求
め

ら
れ

、
使
う
側
・
貸
す

側
双
方
に
事
故

に
備

え
た
保

険
加

入
等
が
必
要
で

あ
る

。
 

 
ま
た

、
市

内
に

は
、
食

事
づ
く

り
を

し
な
が

ら
多

人
数
で

集
え
る

山
の

家
の

よ
う

な
室

内
施

設
が

少
な

く
、

ま

た
、
野
外
で

行
事

を
す
る
に
つ
い

て
も
、
ト
イ
レ

な
ど

設
置
さ
れ
る

べ
き
設
備
が
不

足
し

て
い
る

と
こ

ろ
も
あ
る
。

－(16)－



 
 

既
存
施
設
の
整
備
も
併
せ
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

 

(4
)
 
情
 
 
 
報
 

従
来
の

市
民
公
益
活
動

団
体
の
多
く
は
、
行
政
及
び
社
会
福
祉
法
人
な
ど

の
つ

な
が
り

の
中

で
発
展

し
て

き
た

た
め
、
そ
の
縦
割
り
組
織
の
影
響
を
受
け
、
異
分
野
間
の
交
流
は
少
な
い

状
況

に
あ

る
。

そ
れ

ゆ
え

、
主

な
情

報

源
は
、
関
係
組
織
、
市
、
そ
し
て
関
係
者
か
ら
の
口
コ
ミ
と
な
っ
て
い
る
。
 

そ
こ
で

は
、
活
動
者
の

募
集
が
口
コ
ミ
で
な
さ
れ
、
ま
た
、
活
動
者
の
知

識
、

技
術
の

向
上

が
講
演

会
へ

の
参

加
や
独
自
の
研
修
会
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
人
そ
の
も
の
を
媒
体
に

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

が
形

成
さ

れ
て

い

る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
実
態
を
踏
ま
え
る
と
、
団
体
内
の

連
絡

は
も

ち
ろ

ん
、

横
の

連
絡

や
異

分

野
間
の
連
絡
に
必
要
な
口
コ
ミ
の
場
と
し
て
、
情
報
拠
点
の
整
備
は
急
務
で
あ
る
。
 

 
今
後
、
活
動
を
幅
広
く
市
民
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
、
広
報
誌

の
利

用
、

情
報

誌
の

配
布

、
公

共
施

設

で
の
掲
示
板
の
相
互
利
用
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
等
多
様
な
広
報
手
段

・
媒

体
が

求
め

ら
れ

る
。

さ
ら

に
、

こ

れ
ら
の
発
信
に
関
わ
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
市
民
に
必
要
な
団
体
の
情
報

を
一

元
的

に
登

録
管

理
し

、
絶

え
ず

更

新
す
る
な
ど
情
報
整
理
を
す
る
仕
組
み
も
必
要
と
な
る
。
 

 

(5
)
 
制
 
 
 
度
 
（
組
 
織
）
 

行
政
は

、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

型
の
効
率
的
な
内
部
機
構
を
持
ち
、
ま
た
、
セ
ク

タ
ー

全
体
も

ピ
ラ

ミ
ッ
ド

型
に

構
成

さ
れ
て
い
る
。
か
た
や
、
企
業
に
も
同
様
の
内
部
機
構
が
あ
り
、
セ
ク
タ

ー
全

体
が

多
重

的
、

多
層

的
に

構
成

さ

れ
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
 

 
一
方
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ク
タ
ー
に
は
専
従
ス
タ
ッ
フ
（
職
員
）
を
持
た
な
い

団
体

が
多

い
。

そ
れ

ゆ
え

、
組

織
的

に

は
活
動
員
が
そ
れ
ぞ
れ
対
等
な
関
係
で
結
ば
れ
て
お
り
、
指
示
系
統
に
あ

い
ま

い
さ

が
あ

る
も

の
の

、
逆

に
、

個

性
を
殺
す
こ
と
な
く
、
多
元
的
で
多
様
な
価
値
観
の
も
と
に
活
動
を
し
て
い
る
。
 

 
こ
れ
ら
の
特
質
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ク
タ
ー
内
の
制
度
、
組
織
を
検
討
す
る

際
、

重
要

な
も

の
と

な
る

。
つ

ま
り

、

セ
ク
タ
ー
全
体
を
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
で
す
み
わ
け
を
す
る
と
多
様
な
市
民
の

活
動

を
一

元
的

な
価

値
観

で
集

約
し

た

り
、
団
体
間
の
競
争
を
な
く
し
全
体
と
し
て
不
活
性
な
状
況
を
つ
く
り
だ

す
こ

と
が

あ
る

。
既

に
用

を
成

さ
な

く

な
っ
た
団
体
が
い
つ
ま
で
も
生
き
残
り
、
新
た
な
「
思
い
」
を
持
っ
た
団
体
の
結
成

を
駆

逐
し
て

し
ま

う
。
 

 
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ク
タ
ー
が
活
性
化
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
思
い
」

を
持

つ
団

体
が

多
重

的
、

多
層

的
に

存

在
し
、
競
争
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
よ
い
サ
ー
ビ
ス
が
社
会
に
提
供
さ

れ
る

仕
組

み
が

要
る

。
お

互
い

の
価

値

観
を
認
め
合
い
な
が
ら
も
よ
り
優
れ
た
サ
ー
ビ
ス
が
残
っ
て
い
く
よ
う
な

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

セ
ク

タ
ー

自
ら

の
手

に
よ

る

組
織
づ
く
り
が
原
則
で
あ
る
。
 

 
さ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
し
な
が
ら
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
制

度
化

、
組

織
化

が
急

が
れ

る
仕

組
み

が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
、
公
益
活
動
の
需
要
と

供
給

を
取

り
持

つ
仕

組
み

が
あ

る
。

常

時
、
相
談
窓
口
的
な
も
の
が
あ
り
、
活
動
希
望
者
を
受
け
入
れ
る
団
体
を

登
録

し
、

リ
ア

ル
タ

イ
ム

で
情

報
を

替

え
て
い
く
。
ま
た
、
団
体
へ
の
活
動
要
請
が
常
に
切
迫
し
た
状
況
の
も
と

に
来

る
た

め
、

そ
れ

に
「

迅
速

」
に

対

応
し
て
い
く
仕
組
み
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
専
門
的
な
知
識

や
技

術
を

有
す

る
人

材
を

拠
点

に
ス

ト

 
 

ッ
ク
（

登
録

）
す

る
制
度

も
活
動

の
活

性
化
、

専
門

化
に
は

欠
か
せ

な
い

。
こ

れ
ら

の
機

能
は

、
市

内
だ

け
に

と

ど
ま
ら
ず

各
団

体
の
活
動
領
域
に

応
じ
て
広
域
的

に
調

整
さ
れ

る
必

要
が
あ
る
。
 

一
方

、
市
民
公
益

活
動

は
、
企

業
に

と
っ
て

直
接

メ
リ

ッ
ト

を
も

た
ら
す

も
の

で
は
な

い
が

、
社
会

貢
献

活
動

を
行
う

企
業

、
団

体
と
関

わ
り
の

あ
る

公
益
法

人
、

市
、
そ

し
て
団

体
な

ど
と

が
独

立
し

た
組

織
を

設
け

、
交

流

を
図
る

。
あ

る
い

は
、
広

域
的
な

連
携

を
確
保

し
、

情
報
を

伝
え
合

っ
て

い
く

と
い

っ
た

セ
ク

タ
ー

全
体

の
ネ

ッ

ト
ワ
ー
ク

化
の

中
で
企
業
の
連
携

、
協
力
の
あ
り

方
が

模
索
で

き
る

。
 

 
さ
ら

に
、

市
に

つ
い
て

も
社
会

に
役

立
ち
た

い
と

思
っ
て

い
る
人

々
を

受
け

入
れ

る
窓

口
を

設
け

、
そ

の
仕

事

に
熟
知

し
て

い
る

部
門
が

企
画
し

た
協

働
の
プ

ロ
グ

ラ
ム
を

推
進
し

て
い

く
。

例
え

参
加

が
少

な
く

て
も

各
分

野

で
回
を
重

ね
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
経
験
が
い
か

さ
れ

て
い
く

と
思

わ
れ
る
。
 

 
 ２

．
市
と

の
協
働
の
あ
り

方
 

近
年

、
パ
ー
ト
ナ

ー
シ

ッ
プ
の

日
本

語
訳
と

し
て

「
協

働
」

と
い

う
言
葉

が
使

わ
れ
る

。
こ

れ
は
、

共
通

の
目

的
に
向

か
っ

て
行

動
す
る

組
織
間

の
連

携
と
い

う
意

味
合
い

で
、
共

通
の

利
益

や
関

心
を

持
っ

た
団

体
、

組
織

等

が
そ
れ
ぞ

れ
持

っ
て
い
る
時
間
や

能
力
を
相
互
に

活
か

す
と
い

う
協

力
関
係
で
も
あ

る
。

 

 
本
来

、
市

民
活

動
は
独

立
し
た

「
意

志
」
と

「
責

任
」
を

担
え
る

組
織

と
な

っ
て

は
じ

め
て

社
会

的
に

認
知

さ

れ
、
ま

た
、

受
け

入
れ
ら

れ
て
い

く
も

の
と
考

え
ら

れ
る
。

こ
の
こ

と
は

、
公

益
的

な
活

動
を

行
う

団
体

に
も

言

え
る
の

で
あ

る
が

、
そ
の

活
動
が

行
政

に
近
い

と
こ

ろ
で
行

わ
れ
る

こ
と

も
多

く
、

そ
の

「
思

い
」

は
し

ば
し

ば

行
政
の

施
策

と
重

複
し
、

渾
然
一

体
と

な
る
。

し
か

し
、
行

動
原
理

や
質

の
異

な
る

活
動

で
あ

る
こ

と
を

お
互

い

理
解
す

れ
ば

、
協

働
に
際

し
て
は

、
市

の
財
政

改
革

の
一
環

と
し
て

、
ま

た
、

行
政

の
下

請
け

と
し

て
、

さ
ら

に

「
動
員
」

要
員

と
し
て
、
合
意
な

し
に
行
政
の
シ

ス
テ

ム
に
組

み
入

れ
ら
れ
る
も
の

で
は

な
い
。
 

 

(1
)
 
協

働
の

精
神
 

市
民

公
益
活
動
は

自
発

的
な
も

の
で

、
市
と

の
協

働
に

つ
い

て
も

、
そ
の

活
動

は
あ
く

ま
で

個
人
に

よ
っ

て
な

さ
れ
る

と
い

う
視

点
が
必

要
で
あ

る
。

そ
し
て

、
そ

の
内
容

も
義
務

と
し

て
拘

束
す

る
の

で
は

な
く

、
楽

し
み

な

が
ら
続

け
ら

れ
る

方
法
が

求
め
ら

れ
る

。
単
に

、
無

償
の
労

働
力
だ

と
い

う
こ

と
で

本
来

市
の

や
る

べ
き

事
を

転

化
し
な
い

よ
う

に
留
意
す
べ
き
で

あ
り
、
そ
れ
に

つ
い

て
の
職

員
の

意
識
改
革
も
求

め
ら

れ
る
。
 

 
ま
た

、
市

は
、

協
働
を

強
要
す

る
形

で
団
体

に
干

渉
し
て

い
く
の

で
は

な
く

、
協

働
に

関
わ

る
情

報
を

積
極

的

に
開
示
し

、
予

め
団
体
を
募
る
、

団
体
も
主
体
性

を
持

っ
て
市

の
協

働
を
引
き
出
す

姿
勢

が
大
切

で
あ

る
。
 

 
こ
の

よ
う

に
、

目
的
を

一
に
す

る
協

働
は
、

双
方

が
独
立

し
た
対

等
な

立
場

の
も

と
、

相
互

に
理

解
し

合
う

こ

と
に
よ

っ
て

成
る

も
の
で

あ
り
、

そ
の

活
動
の

成
果

は
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
セ

ク
タ

ー
の

行
動

原
理

を
踏

ま
え

た
上

で
評

価

さ
れ
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
  

 

(2
)
 
協

働
の

範
囲
 

市
の

業
務
を
丸
投

げ
に

す
る
の

で
は

な
く
、

本
来

、
市

が
専

門
的

に
行
う

べ
き

業
務
と

団
体

に
委
ね

ら
れ

る
業

務
の
別

が
あ

り
、

そ
の
業

務
を
熟

知
し

て
い
る

関
係

部
課
が

協
働
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

開
発

し
て

い
く

こ
と

が
大

切

－(17)－



 
 

で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
団
体
と
業
者
が
取
り
扱
う
業
務
の
す
み
わ

け
も

必
要

と
な

る
が

、
市

の
財

政
状

況

等
か
ら
み
て
業
者
発
注
が
不
可
能
な
ら
、
団
体
が
出
来
る
技
術
の
範
囲
で
協
働
す
れ
ば
、
そ
こ
に

は
自

ず
と
質
的
、

量
的
に
一
定
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
生
じ
、
業
者
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
は

な
ら

な
い

。
今

後
、

実
績

を
重

ね
る

こ

と
に
よ
っ
て
協
働
の
範
囲
が
明
確
化
さ
れ
、
歩
み
寄
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

(3
)
 機

会
、

場
の

提
供
 

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を

は
じ
め
と
し
て
公
益
活
動
を
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
人

は
多
い

が
、

気
軽
に

参
加

す
る

機
会
が
つ
か
め
な
い
。
市
が
、
公
園
な
ど
の
施
設
管
理
を
募
集
す
れ
ば
、

男
性

の
活

動
者

を
掘

り
起

こ
す

よ
い

機

会
と
な
る
。
初
め
は
そ
の
活
動
が
本
人
の
「
思
い
」
と
異
な
る
も
の
で
あ

っ
て

も
、

月
に

一
度

、
気

軽
に

参
加

で

き
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
に
つ
な
が
る
。
市
民
の
協
力
し
た

い
と

い
う

気
持

ち
を

汲
み

上
げ

る
意

味

で
、
市
も
、
公
共
施
設
を
積
極
的
に
開
放
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
 

 
た
だ
、
こ
れ
ら
の
活
動
も
個
人
レ
ベ
ル
で
は
気
恥
ず
か
し
さ
を
覚
え
る

こ
と

も
あ

り
、

作
業

を
グ

ル
ー

プ
化

し

た
り
、
統
一
さ
れ
た
帽
子
等
に
よ
り
市
の
協
働
者
で
あ
る
こ
と
が
認
知
さ
れ
る
よ
う

な
配

慮
が
い

る
。
 

 
ま
た
、
市
が
団
体
と
協
働
す
る
た
め
に
は
、
市
が
テ
ー
マ
を
提
供
し
て

新
た

な
団

体
の

結
成

を
促

す
方

法
と

既

存
の
団
体
に
呼
び
か
け
る
方
法
が
あ
る
が
、
自
主
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う

、
特

に
、

後
者

に
つ

い
て

は
「

動
員

」

に
な
ら
な
い
よ
う
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
 

 

(4
)
 
責

任
の

所
在
 

市
が
団

体
と
協
働
す
る

に
際
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
が
制
度
と
し
て
抱

え
込

ま
れ
な

い
よ

う
、
活

動
す

る
も

の
の
「
主
体
性
」
、
「
自
律
性
」
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特

に
、

参
加

回
数

が
求

め
ら

れ
る

形
で

協

働
が
な
さ
れ
る
と
、
個
人
的
な
レ
ベ
ル
で
「
楽
し
み
」
が
 「

重
荷
」
、
「

辛
さ
」
に
変
わ

っ
て
し
ま
う

こ
と

が
あ

る
。
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
活
動
は
、
常
時
、
駐
在
し
て
活
動
し
て
も
ら
え
る

保
証

も
な

く
、

あ
る

時
期

、
突

然
、

や

め
る
と
い
う
こ
と
も
起
き
得
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
市
の
最
低
保
証
の
も

と
に

団
体

と
の

協
働

が
成

り
立

ち
、

最

終
的
に
、
市
は
管
理
者
と
し
て
の
責
任
が
必
要
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
当

然
、

団
体

も
、

約
束

と
い

う
社

会
ル

ー

ル
は
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
活
動
員
の
管
理
上
、
特
に
必
要
が
無

い
な

ら
契

約
書

な
ど

個
人

的
に

精
神

的

な
負
担
と
な
る
手
続
き
は
避
け
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
し
ろ
当
分
の
間

は
、

市
が

最
低

す
べ

き
業

務
の

上
に

、

多
様
な
付
加
価
値
を
付
け
る
活
動
、
そ
の
効
果
を
高
め
る
活
動
と
捉
ま
え
る
方
が
両

者
の

リ
ス
ク

は
少

な
い
。
 

 
一
方
、
活
動
員
個
人
も
活
動
場
所
で
の
対
応
に
と
ま
ど
っ
た
り
、
義
務

感
に

さ
い

な
ま

れ
た

り
、

ま
た

、
家

庭

と
の
狭
間
で
悩
み
な
ど
が
生
じ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
協
働
す
る
市

、
団

体
双

方
に

「
ね

ぎ
ら

い
」

や
「

相

談
の
場
」
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
 

 

（
5
）
 事

業
委

託
 

現
在
、

市
業
務
の
見
直

し
の
一
環
と
し
て
民
間
企
業
へ
の
委
託
が
進
め
ら

れ
て

い
る
が

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法

人
及

び
そ

れ
に
近
い
組
織
的
な
団
体
へ
の
委
託
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
 

 
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
行
政
の
目
の
届
き
に
く
い
部
分

で
フ

ォ
ロ

ー
を

す
る

と
い

う
役

割
も

あ

 
 

る
が
、

市
と

し
て

も
、
委

託
し
た

い
分

野
、
将

来
、

委
託
を

進
め
た

い
分

野
を

明
確

に
し

、
そ

の
上

で
地

域
密

着

型
の
施

策
が

成
せ

る
な
ら

競
争
力

の
弱

い
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
等
の

た
め
に

随
意

契
約

に
よ

る
協

働
を

打
ち

出
す

べ
き

で

あ
る
。
 

 
た
だ

、
起

こ
り

得
る
究

極
の
こ

と
が

ら
や
将

来
予

測
で
き

な
い
こ

と
を

議
論

す
る

と
、

や
ろ

う
と

す
る

よ
り

も

そ
れ
に

反
対

す
る

意
見
が

必
ず
勝

っ
て

し
ま
う

。
枝

葉
の
問

題
で
な

く
、

大
き

な
問

題
か

ら
一

つ
ず

つ
掘

り
下

げ

て
い
く

市
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人

等
の
姿

勢
が

大
切
で

あ
る

。
特
に

、
業
務

委
託

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

を
受

け
る

Ｎ
Ｐ

０

法
人
等
に

も
市

民
サ
ー
ビ
ス
を
低

下
さ
せ
な
い
と

い
う

責
任
の

一
端

を
担
っ
て
い
る

の
だ

と
い
う

責
務

が
あ
る
。
 

 

Ⅴ
 

終
わ

り
に
 

市
民

一
人
ひ
と
り

が
「

く
ら
し

が
い

」
を
見

つ
け

る
こ

と
に

よ
っ

て
、
年

齢
に

関
わ
ら

ず
、

安
全
に

心
地

よ
く

生
き
て
行

け
る

世
界
が
生
ま
れ
る

。
  
 

そ
こ

に
は
、
企
業

セ
ク

タ
ー
が

行
う

社
会
貢

献
活

動
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
セ

ク
タ
ー

が
行

う
日
常

生
活

か
ら
見

た
社

会
問

題
の
解
決

、
そ

し
て
行
政
セ
ク
タ

ー
が
行
う
画
一

的
で

平
等
な

施
策

が
相
ま
っ
た
豊

か
な

市
民
生

活
が

あ
る
。
  

こ
の

よ
う
な
セ
ク

タ
ー

内
外
の

多
様

性
を
守

り
育

て
る

こ
と

で
、

次
世
紀

、
社

会
が
環

境
変

化
に
耐

え
得

る
体

質
を
獲

得
す

る
こ

と
に
つ

な
が
っ

て
い

く
。
し

か
し

、
一
方

で
、
公

益
活

動
の

成
果

を
ど

の
よ

う
に

し
て

測
る

の

か
、
ま

た
、

団
体

は
、
そ

れ
ぞ
れ

が
取

り
組
む

社
会

的
な
課

題
か
ら

、
い

つ
、

ど
の

段
階

で
手

を
引

く
の

か
と

い

っ
た
問

題
も

抱
え

て
い
る

。
使
命

を
明

確
に
す

る
こ

と
で
組

織
が
固

ま
り

、
一

人
ひ

と
り

が
専

門
化

し
て

い
く

の

だ
が
、
ま

た
、

そ
の
使
命
も
常
に

変
わ
っ
て
い
く

。
 

 
こ
の

よ
う

な
市

民
公
益

活
動
の

多
く

は
日
常

生
活

の
延
長

線
上
で

な
さ

れ
て

お
り

、
そ

こ
で

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の

活
動
員

が
家

庭
的

な
人
間

関
係
で

結
ば

れ
、
経

済
活

動
な
ど

と
は
違

っ
た

、
ま

た
、

別
の

時
間

が
流

れ
て

い
る

。

そ
の
中

で
繰

り
広

げ
ら
れ

る
活
動

は
、

す
る
側

、
受

け
る
側

双
方
に

得
る

も
の

が
あ

る
心

の
活

動
で

あ
り

、
「

意

欲
」
が

総
て

の
活

動
の
源

泉
と
な

る
。

言
い
換

え
れ

ば
、
共

に
「
活

き
る

」
、

共
に

「
輝

く
」

活
動

と
い

う
こ

と

が
で
き

る
。

大
き

な
意
味

で
、
こ

れ
ら

の
活
動

に
対

す
る
支

援
は
、

「
や

る
気

」
を

育
む

環
境

整
備

と
と

ら
ま

え

る
こ
と

も
で

き
る

だ
ろ
う

。
今
後

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
セ

ク
タ

ー
が
成

熟
し
て

い
く

た
め

に
は

、
多

く
の

人
の

力
と

歳
月

を

必
要
と

す
る

が
、

「
自
発

的
」
、

「
自

己
責
任

」
と

い
う
も

の
が
草

の
根

団
体

の
根

本
的

な
と

こ
ろ

に
あ

り
、

ま

ず
、
こ

れ
ら

の
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア
マ

イ
ン

ド
が
確

保
さ

れ
な
け

れ
ば
Ｎ

Ｐ
Ｏ

セ
ク

タ
ー

は
本

当
の

意
味

で
発

展
は

し

な
い
。
 

 
こ
の

こ
と

か
ら

、
市
と

し
て
も

直
接

的
で
な

く
、

間
接
的

に
、
側

面
的

に
、

小
さ

な
行

政
の

目
で

支
援

し
、

情

報
収
集

力
の

弱
い

住
民
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ

セ
ク

タ
ー
の

た
め

に
、
声

の
大
き

い
一

部
の

意
見

だ
け

で
は

な
く

、
サ

イ
レ

ン

ト
マ
ジ

ョ
リ

テ
ィ

ー
と
い

わ
れ
る

声
を

上
げ
な

い
大

多
数
の

市
民
、

団
体

が
議

論
で

き
る

よ
う

な
、

声
な

き
声

が

目
覚
め

て
く

る
よ

う
な
積

極
的
な

情
報

を
公
開

す
る

こ
と
が

求
め
ら

れ
る

。
そ

の
よ

う
な

中
で

各
団

体
は

そ
の

社

会
的
課

題
に

ど
の

よ
う
に

関
わ
っ

て
い

く
の
か

、
自

ら
の
良

い
部
分

だ
け

で
な

く
自

ら
が

持
つ

危
険

性
も

含
む

悪

い
部
分

を
も

公
開

し
、
議

論
し
て

い
く

こ
と
が

、
ひ

い
て
は

、
住
民

に
「

新
た

な
市

民
」

と
し

て
の

意
識

の
醸

成

を
促
し
、

市
民

の
手
に
よ
る
「
ま

ち
づ
く
り
」
に

つ
な

が
っ
て

い
く

の
で
は
な
い
か

と
思

わ
れ
る

。
 

我
々

、
委

員
一
同
、
こ
の

２
０

世
紀
最

後
の

提
言
が
２
１
世

紀
に
華
開
く
こ
と

を
心

か
ら
願

う
も

の
で
あ
る
。
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（
資
 
料
）
 

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
市
民
会
議
委
員
名
簿
 

 

ダ
 
イ
 ハ

 ツ
 
工
 
業
（
株
）
 

大
 

川
 
秀
 
樹
 

日
清
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
 

相
 

子
 
清
 
造
 

千
里
国
際
情
報
事
業
財
団
 

岩
 

田
 
 
 
誠
 

早
 

川
 
正
 
人
 

(社
福
)池

田
市
社
会
福
祉
協
議
会
 

畑
 

田
 
美
智
子
 

川
 

崎
 
 
 
宏
 

(社
)
池
田
青
年
会
議
所
 

堀
 

内
 
要
 
佐
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
池
田
 

廣
 

芝
 
佐
代
子
 

池
田
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
Ｏ
Ｂ
会
 

豊
 

田
 
富
 
彦
 

池
 
田
 市

 体
 
育
 
連
 盟

  
 

三
 

代
 
俊
 
明
 

池
田
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
友
の
会
  
 

中
 

村
 
博
 
子
 

池
田
市
こ
ど
も
会
育
成
連
絡
協
議
会
 
  

明
 

石
 
 
 
巧
 

池
田
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
  
 

西
 

岡
 
弘
 
猪
 

飯
 

田
 
知
 
義
 

池
田
市
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
連
合
育
成
会
  
 

葛
 

野
 
明
 
規
 

池
田
市
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
協
議
会
 
  

寺
 

戸
 
悦
 
子
 

市
 
 
 
 
 
民
  

伏
 

見
 
章
 
子
 

渡
 

瀬
 
芳
 
子
 

織
 

田
 
道
 
念
 

真
 

多
 
勇
 
夫
 

川
 

田
 
陸
 
雄
 

築
 
山
 
芳
 
司
 

池
 
 
田
 
 
市
 

新
 
田
 
一
 
郎
 

(
会
長

) 
梶
 
田
 

清
 

一
 

 

事
 
 
務
 
 
局
 
( 

市
 
 
 
民
 
）
 

 

 
 

 
 

 
 

（
池

田
市

職
員

）
 

(運
営
委
員
) 

坂
 口

 牧
 子

 

(運
営
委
員
) 

植
 村

 桂
 子

 

 
 

 
 

 
田
 宮

 義
 
直
  

 
 

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

市
民

会
議
 

 

第
一
回
 

 

Ｈ
１
１
.
１
１

.
  
５
 

 

ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
市
民

会
議

に
つ
い
て
 
 
  

市
民

活
動
団
体
実
態

調
査

に
つ
い
て
 

今
後

の
会
議
の
進
め

方
に

つ
い
て
 

第
二
回
 

 

Ｈ
１

１
.１

２
.１

０
 

 

市
内

の
公

益
活
動
団
体
の
報
告

と
懇
談
 

 
池
田
日

本
語

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

友
の
会
 
 三

輪
壽

美
子
 

 
友
 
愛
 
訪
 
問

 グ
 ル

 ー
 プ

  
 
  
  
 三

谷
 
 
豊
美
 

 
民
間
デ

イ
サ

ー
ビ
ス
 
季
楽
会

  
 
  
  
 帆

足
 
 
武
子
 

第
三
回
 

Ｈ
１

２
. 
１
 
.２

８
 

市
民
活
動

団
体

実
態
調
査
結
果

に
つ
い
て
  

第
四
回
 

 

Ｈ
１
２
.
 
２
 
.
２
５
 

 

講
演

(箕
面

市
の

取
組
み
)人

権
文
化
部
次
長
  

重
松
 
 
 剛

 

市
民

（
公

益
）
活
動
団
体
の
現

状
と
課
題
 

第
五
回
 

Ｈ
１
２
.
 
４
 
.
１
８
 

市
と

の
協
働
に
つ
い

て
 

活
動

資
金
の
支
援
に

つ
い

て
 

第
六
回
 

 

Ｈ
１
２
.
 
５
 
.
２
３
 

 

活
動
拠
点

の
整

備
・
運
用
に
つ

い
て
 

ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
育

成
に

つ
い
て
 

第
七
回
 

   

Ｈ
１
２
.
 ６

 
.
２
３
 

  

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア

の
場
の
提
供
に

つ
い
て
 

市
民

意
識

の
醸
成
に
つ
い

て
 

原
理

、
原

則
に
つ
い
て
 

市
民
公
益
活
動

を
促

進
す
る
為
に
 

市
と
の
協
働
を

確
立

す
る
為
に
 

第
八
回
 

Ｈ
１
２
.
 
７
.
 
２
５
 

提
言
書
（
素
案

）
に

つ
い
て
 

第
九
回
 

Ｈ
１
２
.
 
８
 
.
１
８
 

提
言
（
案

）
に

つ
い
て
 

自
主

ワ
ー
キ
ン
グ
 

第
１

回
 
 
Ｈ
１
２
.
 ６

 .
１

６
 
 

 
Ｎ

Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー

の
運
用
と
利
用
 
  

第
２

回
 
 
Ｈ
１
２
.
 ７

 .
１

７
 
 

 
提

言
書
の
作
成
 

第
３

回
 
 
Ｈ
１
２
.
 ７

 .
２

４
 
 

 
提

言
書
の
作
成
 

第
４
回
 

 
Ｈ

１
２
.
 ８

 
.１

１
 
 
 
提
言
（

案
）
作
成
 

そ
の

他
 

 

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
･市

民
の

集
い
 

 
 
 
 
 

 
 
 Ｈ

１
２
.
 
４
.８

～
９

 
 五

月
山
 
 
参

加
１
９
団
体
 

箕
面

市
非

営
利
公
益
市
民
活
動

促
進
委
員
会

傍
聴
 
Ｈ

１
２

.
 ４

 
.
２
５

 
 
箕
面
市
 

 
(自

由
参

加
) 
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